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平素より軽油引取税をはじめ、都税にご理解とご協力をいただき、 

ありがとうございます。 

本冊子は、軽油引取税の特別徴収義務者の皆様が、毎月の申告・報告

又は各種申請・届出を行う際、間違えやすい点や判断に迷うと思われる点

についてまとめたものです。 

申告書等を作成される際は、本冊子を参考にして、誤りのないようお願い

いたします。 

また、本冊子を見ても分からない点につきましては、管轄の都税事務所

又は支庁（以下「都税事務所等」といいます。）にお問い合わせください。 

 

なお、本文中特にことわりのない限り、 

法：地方税法（昭和 25年法律第 226 号） 

施行令：地方税法施行令（昭和 25年政令第 245 号） 

規則：地方税法施行規則（昭和 29年総理府令第 23 号） 

条例：東京都都税条例（昭和 25 年東京都条例第 56 号） 

条例施行規則：東京都都税条例施行規則（昭和 25 年東京都規則第 126 号） 

を表します。 

 



 

 

【用語説明】 

 

本冊子で使用している主な用語について説明します。 

 

◎元 売 業 者… 軽油の製造、輸入又は販売することを業とする方で、総務大臣に指定

された方 

◎特 約 業 者… 元売業者との販売契約に基づいて軽油の供給を継続的に受け販売す

る方で、都道府県知事の指定を受けている方 

◎販売業者（石油製品販売業者）…石油製品の販売業者のうち、元売・特約業者以外の方 

 

◎需 要 家… 軽油の販売を行わず、自己で軽油を消費する方 

 

◎特別徴収義務者… 軽油を引き取った方から代金と合わせて軽油引取税を徴収し、都道府

県に納める方で、原則として、元売業者・特約業者の方 

 

◎申 告 納 入… 特別徴収義務者が、徴収すべき軽油引取税の課税標準量及び税額を

申告し、申告した税金を納入すること 

◎申 告 納 付… 納税者が、納付すべき軽油引取税の課税標準量及び税額を申告し、

申告した税金を納付すること 

 

◎商 流… 軽油の受発注等の取引関係の流れのこと 

◎物 流… 軽油の物理的な移動の流れのこと 

 

◎持 届 け… タンクローリー等により油槽所からＳＳ等へ軽油を納入すること 

◎庫
くら

取 り… タンクローリー等により油槽所へ軽油を引取りに行くこと 
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軽油引取税は、税収を道路の新設や維持管理等の費用に充てることを目的とする「目的税」と

して昭和３１年に創設されましたが、平成２１年度からは税収の用途を限定しない「普通税」に変更

されました。 

軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り（特約業者の元売業者からの引取

り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除きます）で、その引取りに係る軽油の現実の納

入を伴うものに対して課税され、引取りを行う方が納税義務者になります。 

特別徴収義務者として指定された元売業者又は特約業者が、納税義務者である軽油の引取り

を行う方から軽油引取税を徴収し、１か月分をまとめて翌月末日までに、軽油の納入地所在の都

道府県に「軽油引取税納入申告書（第１６号の１０様式）」によって申告をして納めます(特別徴収)。

納入地の考え方及び参考例についてはＰ２～６をご確認ください。 

税率は、令和８年４月１日から、１キロリットルにつき１５，０００円です。 

また、毎月末日までに前月の初日から末日までに行った軽油の引取り、引渡し、納入、消費、

製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の事

項を「軽油の受払い等の数量報告書（第１６号の４１様式）」等によって報告する必要があります。

提出する様式及び提出先については、Ｐ１３をご確認ください。 

なお、令和 6 年 10 月から eLTAX を用いた電子申告・電子納税が可能となりました。詳細は

eLTAX ホームページ（外部サイトへリンク）をご確認ください。 

【特別徴収制度イメージ図】 

※期限日が休日にあたる場合、その翌日が期限日となります。 

 郵便、信書便による提出の場合、通信日付印の日付が申告日となります。（P５０参照） 

 特別徴収義務者として登録した都道府県においては、納入すべき軽油引取税額がない場合

でも納入申告書の提出は必要です。  

第１章  軽油引取税の概要 

１ 軽油引取税とは 

都税事務所

特別徴収義務

１か月分まとめて、翌月

末日 

商品代＋ 

軽油 

特別徴収 申告納入 
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軽油引取税が課税される軽油の引取りについては、その軽油の納入地所在の都道府県に申

告納入することになっています。 

この場合の納入地とは、軽油を現に所有する者が交代した際の場所をいいます。 

元売業者の持届けにより特約業者が石油製品販売業者に軽油を販売した場合は、当該石油

製品販売業者の事業所（ＳＳ等）の所在地が納入地となります。 

▶▶▶ 根拠規定…法第１４４条の２第１項、第２項 

 

 

 

■ 流通例① 

 

 

 

 

 

 

 

特別徴収義務者（特約業者Ｂ）は、軽油の「現実の納入地」である丙県へ申告納入することにな

ります。 

 

 

 

■ 流通例② 

 

 

 

 

 

 

 

特別徴収義務者(特約業者Ｂ)は、軽油の「現実の納入地」である丙県へ申告納入することにな

ります。  

２ 持届けを行った場合の納入地について 

 

甲 県 丙 県 乙 県 

 
乙 県 丙 県 

販売業者Ｃ 

持届け 

元売業者Ａ 

持届け 

特約業者Ｂ 元売業者Ａ 

商流       物流 

       …特別徴収義務者 

      …納入地 

特約業者Ｂ 

甲 県 

販売業者Ｃ 
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引取課税における納入地とは、軽油を現に所有する者が交代した際の場所をいい、持届けの

際は納入先の事業所（ＳＳ等）所在地になります（Ｐ２参照）。 

ただし、石油製品の販売業者（元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等）

が庫取りによる引取りを行った場合、引取りに係る納入地はその軽油を現実に納入した販売業者

の事業所所在地となりますので、ご注意ください。 

▶▶▶ 根拠規定…法第１４４条の２第１項（かっこ書き） 

 

■ 流通例① 

 

 

 

 

 

 

 

軽油が現実に引き渡された場所が元売業者Ａの油槽所であるため、納入地は甲県であると誤

解しやすいですが、「石油製品の販売業者」である販売業者Ｃが軽油の引取りを行っているため、

販売業者Ｃの事業所所在の丙県が納入地となります。したがって、特約業者Ｂは、丙県に申告納

入を行います。 

 

 

 

■ 流通例② 

 

 

 

 

 

 

 

①との相違点は、引き取った軽油を販売業者Ｃの本社ではなく、支社に運んでいることです。こ

の場合の納入地は、軽油を現実に納入した支社のある都道府県になります。したがって、特約業

者Ｂは、丁県に申告納入を行います。  

３ 庫取りを行った場合の納入地について 

甲 県 乙 県 丙 県 

販売業者Ｃ 
本 社 

庫取り 

元売業者Ａ 特約業者Ｂ 

給油 

甲 県 乙 県 丙 県 

販売業者Ｃ 
本 社 

庫取り 

給油 

丁 県 

販売業者Ｃ 
丁支店 

元売業者Ａ 特約業者Ｂ 

商流       物流 

       …特別徴収義務者 

      …納入地 
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■ 流通例③ 

 

 

 

 

 

 

 

②との相違点は、庫取りで引き取った軽油を他者である販売業者Ｄに運んでいることです。この

場合、持ち込んだ販売業者Ｄが所在する都道府県が納入地となるものと誤解しやすいですが、

「石油製品の販売業者」である販売業者Ｃが軽油の引取りを行っているため、①と同様に、販売業

者Ｃの事業所所在の丙県が納入地となります。したがって、特約業者Ｂは、丙県に申告納入を行

います。 

 

 

■ 流通例④ 

 

 

 

 

 

 

 

①～③の場合と異なり、元売業者Ａの油槽所で軽油の庫取りを行っているのは、石油製品の販

売業者ではなく需要家です。この場合は、需要家Ｃが軽油を現実に引き渡された場所、すなわち

元売業者Ａの油槽所が所在する都道府県である甲県が納入地となります。したがって、特約業者

Ｂは、甲県に申告納入を行います。  

甲 県 乙 県 丙 県 

庫取り 

元売業者Ａ 特約業者Ｂ 

給油 

庫取り 

甲 県 乙 県 丙 県 

元売業者Ａ 特約業者Ｂ 販売業者Ｄ 

丁 県 

給油 

販売業者Ｃ 
本 社 

需要家Ｃ 
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＜事例１＞ 

 

 

 

＜事例２＞ 

 

 

 

＜事例３＞ 

 

 

 

＜事例４＞ 

 

 

 

＜事例５＞ 

 

 

 

＜事例６＞ 

 

 

 

＜事例７＞ 

 

 

 

  

◎参考 納入地の例 

元売業者Ａ 販売業者Ｃ 

需要家Ｄ 

 

需要家Ｄ 

需要家Ｄ 

 

販売業者Ｄ 

販売業者Ｄ 

特約業者 C 

販売業者Ｄ 

特約業者Ｃ 
 

販売業者Ｃ 

 

販売業者Ｃ 

 

特約業者Ｃ 

元売業者 B 
 

販売業者 D 
 

元売業者Ａ 

 

元売業者Ａ 

 

元売業者Ａ 

 

元売業者Ａ 

 

元売業者Ａ 

 

元売業者Ａ 

 

特約業者Ｂ 

特約業者Ｂ 

特約業者Ｂ 

特約業者Ｂ 

特約業者 B 

特約業者 C 

     商流      物流            …特別徴収義務者          …納入地   

特約業者Ｂ 
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＜事例８＞ 

 

 

 

＜事例９＞ 

 

 

 

＜事例 10＞ 

 

 

 

＜事例 1１＞ 

 

 

 

＜事例 12＞ 

 

 

 

＜事例 1３＞ 

 

 

 

＜事例 14＞ 

 

 

 

  

販売業者Ｄ 

需要家Ｃ 

販売業者Ｄ 

販売業者Ｃ 

特約業者Ｃ 元売業者Ａ 

元売業者Ａ 特約業者Ｂ 

特約業者Ｂ 

需要家Ｃ 

販売業者Ｃ支店 販売業者Ｃ 元売業者Ａ 特約業者Ｂ 

特約業者Ｂ 元売業者Ａ 

特約業者Ｂ 元売業者Ａ 

特約業者Ｃ 販売業者Ｄ 需要家Ｅ 元売業者Ａ 

販売業者Ｄ 販売業者Ｃ 

 
元売業者Ａ 特約業者Ｂ 

特約業者Ｂ 
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上記経路例においては、特約業者Ｂが特別徴収義務者として納入申告しますが、特約業者Ｃ

も軽油引取税納入申告書及び軽油引取税課税免除承認申請書の提出が必要です。 

 

○軽油引取税納入申告書（第１６号の１０様式） 

現実の納入を伴って引き渡した課税済軽油の数量を、「法第１４４条の５第２号の規定によって

課税免除される軽油の数量（エ）」欄に記載し、その内訳を軽油の納入数量明細書（第１６号の１０

様式別表）に記載してください。                         ⇒記入例…Ｐ２３～２４ 

○課税免除承認申請 

課税免除承認申請には、下表の書類を提出していただきます。適切な書類作成のために、取

引先に対し、軽油引取税の申告を行った者の住所・氏名、申告先の都道府県税事務所名及び課

税済軽油の出荷地などを確認してください。 

軽油引取税が課されていないことが判明した場合には、課税免除を承認できないこととなり、申

請された特別徴収義務者の方に当該軽油に係る軽油引取税を納税していただくことになります。 

▶▶▶根拠規定…法第１４４条の１４第２項、第４項、規則第８条の３７第２号、条例施行規則第４０条の１０ 

申請期限 課税済軽油の納入を行った月の翌月末日 

 

 

提出書類 

（１） 軽油引取税課税免除承認申請書 

（２） 課税済軽油引取経路明細書 

（３） 事実を証する書類 

【商流の確認】①仕入請求書  【物流の確認】②仕入納品書（又は出荷伝票） 

【 そ の 他 】③仕入先の業者が発行した課税済証明書 

☆お願い☆ 

課税済軽油の納入に係る申告先確認のため、払出時の書類（④販売先へ発行した請求書、⑤

納入先へ発行した納品書又は納入先から発行された受領書）の添付にもご協力ください。 

 

4 既に軽油引取税を課された軽油（課税済軽油）の申告について 

販売業者Ｄ 特約業者Ｂ 

需 要 家Ｄ 特約業者Ｃ 元売業者Ａ 特約業者Ｂ 

元売業者Ａ 特約業者Ｃ 

※ 申請書・明細書の記載内容に不備がある場合や、申請期限後に提出された場合は、課

税免除の承認はできません。 

記入例…Ｐ３３～３６ 
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免税証と引換えに軽油を引き渡した場合、免税証を交付（発行）した都道府県の登録特別徴収

義務者が、当該都道府県知事の承認を得たときは、軽油引取税を課さないこととされています。 

軽油引取税納入申告書の「課税対象とならない数量」（オ）欄に当該軽油の納入数量を記載し、

免税証を添付して、申告期限までに提出してください。 

▶▶▶根拠規定…法第１４４条の１４第４項、規則第８条の３７第３号 

なお、免税証を申告書に添付する際は、券種ごとの枚数を集計したリストを添えて提出してくだ

さい（集計リストは都税事務所等にて配布します）。 

 

以下の免税証では課税免除が受けられませんので、免税証と引換えに軽油を引き渡すときは、

交付した都道府県、有効期間等を確認の上、受理してください。 

○ 免税証と引換えに軽油を引き渡したとき、有効期間前あるいは既に有効期間を過ぎていた

免税証 

○ 納入申告書の提出先である都道府県以外の都道府県が交付（発行）した免税証 

※ ただし、船舶の使用者、自衛隊及びＪＲに対して交付された免税証については、納入申

告書の提出先である都道府県が交付（発行）した免税証でなくても、例外的に認められま

す。 

 

なお、免税軽油使用者に軽油を引き渡したときは、申告書別表(第１６号の１０様式別表)中「納

入を受けた者」への記載は、自動車の保有者とは区別して免税軽油使用者名をご記入ください。 

引渡数量報告（第１６号の４１様式別表５及び別表６）中の「引取りを行った者」、「納入を受けた

者」への記載についても、同様です。 

 

 

  

５ 免税軽油を引き渡した場合の申告について 

船 

業種が記載されています。 

船舶・・・「船」 

とび・土工工事業・・・「と」 等 
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法定欠減量、課税標準量及び税額の端数処理は、下表のとおり行ってください。（Ｐ２３参照） 

区 分 端数処理方法 

法定欠減量 リットル位未満小数点４位以下の端数を切り上げ 

課税標準量 リットル位未満小数点４位以下の端数を切り捨て 

税 額 １円未満を切り捨て 

＜例＞ 

①法定欠減量の計算結果が１００．００１０１リットルとなった場合→１００．００２リットル 

②税額の計算結果が５００，０００．５円となった場合→５００，０００円 

 

 
灯油を配達するためのミニローリーなどへの給油等、自己所有の軽油を自ら消費した場合は、

消費した数量について、翌月末日までに、当該消費について直接関係を有する事務所又は事業

所の所在地の都道府県に軽油引取税を申告納付しなければなりません。 

▶▶▶根拠規定…法第１４４条の３第１項第１号、第２号 

法第１４４条の１８第１項第５号 

 

納付申告書の記入例はＰ２５、当該消費に係る数量報告書の記入例については、Ｐ２６・

Ｐ３１をそれぞれ参照してください。 

 

 

 
特別徴収義務者の皆様には、毎年３月中旬に、前年の３月１日から当年の２月末日までの各事

務所又は事業所（ＳＳ等）における在庫数量に関する報告をいただくことになっています。報告に

あたっては、事務所又は事業所（給油所等）ごとに、「事務所又は事業所別在庫数量等明細書」を

作成し、提出してください（記入例は P３９を参照）。一箇所につき複数の貯蔵タンクがある場合は、

それらを合算して当該箇所の報告とします。 

その際、事務所又は事業所（ＳＳ等）ごとに、実在庫数量が帳簿在庫数量を下回る場合に、そ

れが 100 リットル以内であれば許容範囲として申告納付の必要はありませんが、100 リットルを超え

る場合は自己消費があったものとみなし、上記７の規定に基づき、当該数量の全量につき申告納

付していただいております。 

詳しくは毎年、軽油引取税を管轄する都税事務所等から文書にて詳細をお知らせしております

ので、そちらをご覧ください。 

なお、ＳＳ閉鎖時はその都度処理が必要です。詳細は P４４をご確認ください。 

６ 欠減量・税額の端数処理について 

７ 軽油を自己消費した場合の申告について 

８ 在庫差量の申告・報告について 
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特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部をその納期限までに受け取る

ことができなかったことにより、その納入すべき軽油引取税に係る徴収金の全部又は一部を納入

することができない場合に、納期限から２か月以内の期間に限って徴収猶予を申請することができ

ます。 

この場合、施行令第４３条の１６第１項で定める要件に該当し担保を徴する必要がないと認めら

れるときを除き、担保の提供が必要です。 

「軽油引取税徴収猶予申請書（条例施行規則第９号（丙）様式）」に徴収猶予を必要とする事由

を記載し、「軽油引取税売上（売掛）明細書」を添付して、提出してください。 

▶▶▶根拠規定…第１４４条の２９、施行令第４３条の１６第１項 

 

Ｐ３７～３８に「軽油引取税徴収猶予申請書」と「軽油引取税売上（売掛）明細書」

の記入例がありますので、参照してください。 

 

 

 

法人の商号変更、代表者変更、本店ほか事務所・事業所の新設、移転、廃止、１月以上の休

業等の場合には本店の所在する都道府県（元売業者は本店の所在する都道府県を通じて総務

大臣）に「事業の開廃等の届出書（第１６号の３５様式）」を提出する必要があります。 

加えて、法人の商号変更、代表者変更、都内の事務所・事業所の新設、移転、廃止、１月以上

の休業等の場合には、東京都に「軽油引取税特別徴収義務者登録等申請（申告）書（第１２６号

様式）」を提出してください。 

また、軽油の販売契約を締結・解除する等の場合には、本店の所在する都道府県（元売業者

は本店の所在する都道府県を通じて総務大臣）に「販売契約の締結等の届出書（第１６号の３６様

式）」を提出する必要があります。 

届出が必要な事項と使用する様式及び添付書類については、次ページの表を参考にしてくだ

さい。 

▶▶▶根拠規定…法第１４４条の１６、同３４、規則第８条の４５、条例第１０３条の１０ 

 

Ｐ40～４3 に「事業の開廃等の届出書」と「軽油引取税特別徴収義務者登録等 

申請（申告）書」の記入例がありますので、参照してください。 

また、SS の新設・閉鎖時の届出については P５０にも記載があります。 

９ 売掛金が納期限までに回収できない場合の申請について 

 

10 届出について 
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＜届出が必要な事項と提出書類について＞ 

 
事 業 所 （ Ｓ Ｓ

等）を新設す

る場合（※１） 

事業所（ＳＳ等）

を 廃 止 す る 場

合（※１） 

法人の所在地

及び名称の変

更 

法 人の 代表

者の変更 

元 売 業 者 か ら
継 続的 に 軽 油
の供給を受ける
販 売 契 約 を 締
結・解除・変更
したとき 

事業の開廃等の届

出書 

（第16号の35様式） 

○ ○ ○ ○ ― 

販売契約の締結等

の届出書 

（第16号の36様式） 

― ― ― ― ○ 

特別徴収義務者登

録等申請（申告）書 

（第 126 号様式） 

○（※２） ○（※２） ○ ○ ○ 

元売業者と締結した

販売契約書の写し等 
― ― ― ― ○ 

交付した軽油引取税

特別徴収義務者証 ― ○（※３） ― ― ― 

 

※１…事業所（ＳＳ等）を新設または廃止する場合の詳細については、P５０を参照してください。 

※２…届出の対象が都内に所在する事業所の場合に提出します。 

※３…特別徴収義務者登録証票返納書（第１２７号様式）の提出も必要となります。 

軽油引取税特別徴収義務者証を紛失した場合は、軽油引取税特別徴収義務者登録証票

喪失届の提出が必要です。 

  

第 号

登 録 番 号

東 京 都

軽油引取税特別徴収義務者証

 

都内における事業所（ＳＳ等）ごと

に交付します。見やすい場所に

掲示してください。 
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第２章でご案内する申告・報告等に使用する主な様式は以下のとおりです。 

 

１ 元売業者・特約業者の申告・報告義務と申告・報告様式 ··········· １３ 

☆参考 特約業者が提出すべき申告書及び報告書様式の確認 １４ 

 

２ 申告書・報告書の作成方法 ······················ １５ 

 

３ 取引事例別 申告書・報告書の記載内容 ················· １８ 

 

４ 申告書・報告書の記入例 

☆第１６号の１０様式 ························· ２３ 

☆第１６号の１０様式別表 ······················· ２４ 

☆第１６号の１２様式 ························· ２５ 

☆第１６号の４１様式 ························· ２６ 

☆第１６号の４１様式別表１ ······················· ２７ 

☆第１６号の４１様式別表２ ······················· ２８ 

☆第１６号の４１様式別表５ ······················· ２９ 

☆第１６号の４１様式別表６ ······················· ３０ 

☆第１６号の４１様式別表７ ······················· ３１ 

☆第１６号の４１様式別表１０ ······················ ３２ 

 

５ その他様式の記入例 

☆課税免除承認申請書 ························ ３３ 

☆課税済軽油引取経路明細書 ····················· ３４ 

☆軽油引取税徴収猶予申請書 ····················· ３７ 

☆軽油引取税売上（売掛）明細書 ···················· ３８ 

☆事務所又は事業所別在庫数量等明細書 ················ ３９ 

☆事業の開廃等の届出書（開始・廃止・変更の場合） ············ ４０ 

☆特別徴収義務者登録等申請（申告）書 ················· ４３ 

 

第２章  申告書・報告書等の書き方 

 

※様式の一部は、主税局 HP からダウンロードできます。 

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/index-k.html 

※主税局 HP トップページからの遷移方法 

主税局 HP「届出・申請」→「各種様式」→「税目別 申請様式」の「軽油引取税」をクリック 

 



 

13 

 

1
3 

 

申 

課 税 区 分 課 税 客 体 申告する数量 申 告 先 申告納税期限 申 告 様 式 

引 取 課 税 

（法第１４４条の２ 

第１項、第２項） 

特約業者又は元売業者からの現実の納入を伴う

軽油の引取り（特約業者の元売業者からの引取り

及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除

く。） 

現実の納入を伴う引取り数量 納入地所在の都道府県 
引取りが行われた月の翌月

末日 
第１６号の１０様式 

販売店課税 

（法第１４４条の２第３

項） 

特約業者又は元売業者が燃料炭化水素油（炭化

水素油で軽油又は揮発油以外のもの）を自動車の

内燃機関の燃料として販売 

販売量から譲渡の承認を受け、

軽油引取税又は揮発油税が課さ

れ、又は課されるべき数量を控除

特約業者又は元売業者の事業

所等が所在する都道府県 
販売した月の翌月末日 第１６号の１２様式 

 

告 所 有 課 税 

（法第１４４条の２第６

項） 

特別徴収義務者の特別徴収義務が消滅した時の

軽油の所有（引渡しを行った軽油につき現実の納

入が行われていない場合の所有を含む。） 

所有量から軽油引取税が課され

又は課されるべき数量を控除した

数量 

軽油を所有している者の事業所

等で当該軽油を直接管理するも

のが所在する都道府県 

特別徴収の義務が消滅し

た日の属する月の翌月末

日 

第１６号の１２様式 

みなす課税 

（法第１４４条の３第１項

第１号、第２号） 

特約業者又は元売業者の軽油の自己消費（軽油

以外の炭化水素油を製造する場合における軽油

の使用を除く。） 

消費量 

自己消費について直接関係を有

する事業所等が所在する都道府

県 

消費した月の翌月末日 第１６号の１２様式 

報 

報 告 者 報告する数量 報 告 先 報 告 期 限 報 告 様 式 

元 売 業 者 軽油の納入を行った数量及び納入を行った後に返還を受けた数量 納入地所在の都道府県 行為月（引取り、引渡し、納

入、返還、製造及び輸入の

事実があった月）の翌月末

日 

第１６号の３７～ 

４０様式 
 

告 
元 売 業 者 

特 約 業 者 

軽油の引取り数量、引渡し数量、納入を受けた数量、納入を行った数量、引取り後又は

納入を受けた後に返還を行った数量、引渡し後又は納入を行った後に返還を受けた数

量、製造数量、輸入数量及び在庫数量 

主たる事業所等所在の都道府県 
第１６号の４１様式 

及び別表１～１２ 

 

１ 元売業者・特約業者の申告・報告義務と申告・報告様式 

特別徴収義務者は、引取課税（法第１４４条の２第１項、第２項）に該当する「軽油の引取り」を行った販売業者等から提出される書類を、7 年間保存しなければなりません。 

また、その書類には、以下の項目を記載しなければなりません。                          ※違反すると、罰則が適用される可能性があります。（法第１４４条の３７） 

・軽油の引渡し及び納入を行った者の名称及び所在地 

・軽油の納入があった年月日及びその軽油の数量 

 

例 1：「軽油の引取り」を行った販売業者から特別徴収義務者に提出された受領書 等 

例 2：特別徴収義務者が作成し、「軽油の引取り」を行った自動車の保有者が署名した納品書 等 
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1
4 

【参考】特約業者が提出すべき納入申告書及び報告書様式の確認

特約業者が記入する申告書及び報告書様式をチャート図にしましたので、軽油の流通経路ごとに確認してください。

（P２～P６を参照し、納入地を判定してからご確認ください。）

また、課税免除申請に必要な書類についてはP７を参照してください。

※

【備考】

・本店が他道府県にある場合、報告書及び報告書別表の提出先は本店所在地の道府県です
・軽油を自己消費した場合は、16-41別表７、軽油の在庫がある場合は16-41別表１０の提出も必要です
・都内で軽油を自己消費した場合は、16-12納付申告書の提出も必要です

・納入すべき軽油引取税額がない場合でも、16-10納入申告書の提出は必要です

※　課税済軽油の仕入先が元売業者・販売業者であるときは、課税済軽油の物流によっては課税免除の申告が必要となり、16-10納入申告書・16-10別表・課税免除承認申請書を

　提出することになる場合があります。具体的な流通経路でご不明な点がある場合は、都税事務所等にお問い合せください。

　（流通例）商流：元売→特約A→販売→特約B→需要家　　  物流：元売から販売へ持届け、販売から需要家へ持届け

　　　　　　商流：元売C→特約A→元売D→特約B→需要家　物流：元売Cから元売Dへ持届け、元売Dから需要家へ持届け

　　　　　　この場合、特約Bは16-10納入申告書・16-10別表・課税免除承認申請書の提出が必要となります

軽油を販売した場合

納入地が東京都

課税対象

様
式

  16-10 納入申告書、16-10 別表
  16-41 報告書、16-41 別表1、2、5、6

課税免除

仕入れた軽油が
課税されていない

仕入れた軽油が
既に課税されている

物流の取扱いあり
(ローリー手配含む)

  16-41 報告書
  16-41 別表1、2
  16-41 別表5、6

商流のみ

納入地が東京都

仕入れた軽油が
課税されていない

課税対象

納入地が他道府県

東京都では課税対象外
(他道府県での取扱い)

 16-10 納入申告書
 16-10 別表
 16-41 報告書
 16-41 別表１、５

 16-41 報告書
 16-41 別表1、5

納入地が他道府県

東京都では課税対象外
(他道府県での取扱い)

仕入れた軽油が
既に課税されている

課税対象外

 16-41 報告書
 16-41 別表1、5

原則的な取扱いについて記載をして

います。

ご不明な点等がありましたら、都税

事務所等にお問い合わせください。
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 ５ＫＬ 

 

次のような取引があった場合、Ａ石油㈱（特約業者）が都税事務所長等へ提出しなければなら

ない申告書・報告書と、その記載方法について説明いたします。 

東京都に本社を置くＡ石油㈱（特約業者）は、令和○○年４月中に、以下の取引を行った。 

（取引１）  Ａ石油㈱（特約業者）は、Ｃ石油㈱（元売業者）に軽油１０ＫＬを発注し、Ｃ石油㈱か

ら納入を受けた。また、Ｂ石油㈱（特約業者）にも軽油５ＫＬを発注し、Ｄ石油㈱（元売

業者）から納入を受けた。 

 Ａ石油㈱は、自社スタンド（都庁前給油所）にて１５，５００．１２Ｌを自動車の保有者

に、１ＫＬを免税軽油使用者（㈱都庁興業）に販売したほか、自社のミニローリー用の

燃料として１００Ｌを消費した。 

(取引１-2)  Ａ石油㈱（特約業者）は埼玉県にもスタンドを有し（さいたま給油所）、Ｃ石油㈱（元

売業者）に軽油１５ＫＬを発注し、Ｃ石油㈱の埼玉県所在の油槽所から納入を受け、

同スタンドで１０ＫＬの売上げがあった。 

（取引 2）  Ａ石油㈱（特約業者）は、Ｃ石油㈱（元売業者）に、都内に所在する得意先の大口

需要家へ軽油４ＫＬを納入するよう発注した。 

 

上記の取引内容を図示すると、以下のようになります。 

 

 

 

 

（取引１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 申告書・報告書の作成方法 

⑤15,500.12Ｌ 

⑧１ＫＬ 

⑨１００Ｌ 

＜元売業者＞ 

Ｃ石油㈱ 

中央油槽所 

①１０ＫＬ 

②１０ＫＬ 

 ５ＫＬ 

④５ＫＬ 

③ 

⑥15,500.12Ｌ 

＜元売業者＞ 

Ｄ石油㈱ 

東京油槽所 

＜特約業者＞ 

Ｂ石油㈱ 

千代田給油所 

      商流 

      物流 

⑦１ＫＬ 

 

＜特約業者＞ 

Ａ石油㈱ 

都庁前給油所 

自動車の保有者 

免税軽油使用者 
（㈱都庁興業） 

自 己 消 費 
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（取引 1-2） 

 

                  ⑩１５ＫＬ 

 

                  ⑪１５ＫＬ 

 

 

 

（取引 2） 

 

 

 

 

 

 

 

なお、Ａ石油㈱について、前月末（３月末）在庫は、都庁前給油所が未課税軽油６ＫＬ、さい

たま給油所が未課税軽油３ＫＬで、合計９ＫＬであったものとします。 

 

 

☆Ａ石油㈱（特約業者）が都税事務所長等へ提出しなければならない申告書・報告書の様式と記

載内容 

区 分 様 式 記載内容 

申告書 第１６号の１０様式 ⑥、⑧、⑮を合算した数量を記入のうえ、申告納入す

る。 

※ なお、さいたま給油所に係る⑬の数量については、 

埼玉県へ申告納入することとなる。 

第１６号の１０様式別表 第１６号の１０様式の内訳を記入 

第１６号の１２様式 ⑨の消費数量を記入のうえ、申告納付する。 

報告書 第１６号の４１様式 月初在庫数量、月中の受入数量、月中の払出数量及び

月末在庫数量を記入 

第１６号の４１様式別表１ ①、③、⑩、⑭の各引取数量を記入 

第１６号の４１様式別表２ ②、④、⑪の各納入数量を記入 

第１６号の４１様式別表５ ⑤、⑦、⑫、⑯の各引渡数量を記入 

第１６号の４１様式別表６ ⑥、⑧、⑬の各納入数量を記入 

第１６号の４１様式別表７ ⑨の消費数量を記入 

第１６号の４１様式別表１０ Ａ石油㈱所有のタンクの月末在庫数量を記入 

  

⑬１０ＫＬ 

⑫１０ＫＬ 

＜元売業者＞ 

Ｃ石油㈱ 

中央油槽所 

⑭４ＫＬ 

⑮４ＫＬ 

⑯４ＫＬ 
＜特約業者＞ 

Ａ石油㈱ 

都庁前給油所 

＜大口需要家＞ 

××運送㈱ 

中央営業所 

＜元売業者＞ 

Ｃ石油㈱ 

さいたま油槽所 

＜特約業者＞ 

Ａ石油㈱ 

さいたま給油所 
自動車の保有者 
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☆自社及び取引業者の事業者・事業所コード（例示） 

法 人 名 事業所名 事業者コード 事業所コード 

Ａ石油㈱ 

本店 １３１１１１０００１  

都庁前給油所  １３１１１１００２９ 

さいたま給油所  １３１１１１００３２ 

Ｂ石油㈱ 
本店 １３２２２２０００１  

千代田給油所  １３２２２２００２９ 

Ｃ石油㈱ 
本店 １３３３３３０００１  

中央油槽所  １３３３３３００２９ 

Ｄ石油㈱ 
本店 １３４４４４０００１  

東京油槽所  １３４４４４００２９ 

××運送㈱ 
本店 ６３１２３４０００４  

中央営業所  ６３１２３４００２２ 

㈱都庁興業（免税軽油使用者） ６３８００３１２３４ 

自動車の保有者 ９９９９９９０２０８ 

 

☆都道府県コード 

コード 都道府県名 コード 都道府県名 コード 都道府県名 コード 都道府県名 

０１ 北 海 道  １３ 東 京 都  ２５ 滋 賀 県  ３７ 香 川 県  

０２ 青 森 県  １４ 神奈川県 ２６ 京 都 府  ３８ 愛 媛 県  

０３ 岩 手 県  １５ 新 潟 県  ２７ 大 阪 府  ３９ 高 知 県  

０４ 宮 城 県  １６ 富 山 県  ２８ 兵 庫 県  ４０ 福 岡 県  

０５ 秋 田 県  １７ 石 川 県  ２９ 奈 良 県  ４１ 佐 賀 県  

０６ 山 形 県  １８ 福 井 県  ３０ 和歌山県 ４２ 長 崎 県  

０７ 福 島 県  １９ 山 梨 県  ３１ 鳥 取 県  ４３ 熊 本 県  

０８ 茨 城 県  ２０ 長 野 県  ３２ 島 根 県  ４４ 大 分 県  

０９ 栃 木 県  ２１ 岐 阜 県  ３３ 岡 山 県  ４５ 宮 崎 県  

１０ 群 馬 県  ２２ 静 岡 県  ３４ 広 島 県  ４６ 鹿児島県 

１１ 埼 玉 県  ２３ 愛 知 県  ３５ 山 口 県  ４７ 沖 縄 県  

１２ 千 葉 県  ２４ 三 重 県  ３６ 徳 島 県    

 

 

上記事例の取引内容について、Ａ石油㈱が都税事務所長等に対して行う申告及び報告

の具体的な記入例は P２３～P３２に掲載しておりますので、参照してください。 
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（事例１）元売業者Ａが販売業者Ｄに現実の納入を行った場合 

 

 

 

 

 

 

元売業者Ａ 

区 分 提出先 様 式 記載内容 

報告書 丁県へ 第１６号の３７様式 左（引取りを行った者）欄＝特約業者Ｂ 

右（納入を受けた者）欄＝販売業者Ｄ 

第１６号の３９様式 納入を行った事務所又は事業所欄＝元売業者Ａ 

甲県へ 第１６号の４１様式  

第１６号の４１様式別表５ 引取りを行った者欄＝特約業者Ｂ 

第１６号の４１様式別表６ 納入を受けた者欄＝販売業者Ｄ 

第１６号の４１様式別表１０  

 

特約業者Ｂ 

区 分 提出先 様 式 記載内容 

申告書 丁県へ 第１６号の１０様式  

第１６号の１０様式別表 左（納入を受けた者）欄＝販売業者 D 

右（納入を行った者）欄＝元売業者Ａ 

報告書 乙県へ 第１６号の４１様式  

第１６号の４１様式別表１ 引渡しを行った者欄＝元売業者Ａ 

第１６号の４１様式別表５ 引取りを行った者欄＝特約業者Ｃ 

第１６号の４１様式別表１０  

 

特約業者Ｃ 

区 分 提出先 様 式 記載内容 

報告書 丙県へ 第１６号の４１様式  

第１６号の４１様式別表１ 引渡しを行った者欄＝特約業者Ｂ 

第１６号の４１様式別表５ 引取りを行った者欄＝販売業者Ｄ 

第１６号の４１様式別表１０  

  

３ 取引事例別 申告書・報告書の記載内容 

＜丙 県＞ 

特約業者Ｃ 

＜丁 県＞ 

販売業者Ｄ 

持届け 

＜甲 県＞ 

元売業者Ａ 

＜乙 県＞ 

特約業者Ｂ 
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（事例２）特約業者Ｂが庫取りをして、需要家Ｅに納入した場合 

 

 

 

 

 

 

元売業者Ａ 

区 分 提出先 様 式 記載内容 

申告書 乙県へ 第１６号の１０様式 ※ 数量は、「課税対象とならない数量」（イ）欄に内書きする。 

第１６号の１０様式別表 左（納入を受けた者）欄＝特約業者Ｂ 

右（納入を行った者）欄＝元売業者Ａ 

報告書 乙県へ 第１６号の３７様式 左（引取りを行った者）欄＝特約業者Ｂ 

右（納入を受けた者）欄＝特約業者Ｂ 

第１６号の３９様式 納入を行った事務所又は事業所欄＝元売業者Ａ 

甲県へ 第１６号の４１様式  

第１６号の４１様式別表５ 引取りを行った者欄＝特約業者Ｂ 

第１６号の４１様式別表６ 納入を受けた者欄＝特約業者Ｂ 

第１６号の４１様式別表１０  

 

特約業者Ｂ 

区 分 提出先 様 式 記載内容 

申告書 戊県へ 第１６号の１０様式  

第１６号の１０様式別表 左（納入を受けた者）欄＝需要家Ｅ 

右（納入を行った者）欄＝特約業者Ｂ 

報告書 乙県へ 第１６号の４１様式  

第１６号の４１様式別表１ 引渡しを行った者欄＝元売業者Ａ 

第１６号の４１様式別表２ 納入を行った者欄＝元売業者Ａ 

第１６号の４１様式別表５ 引取りを行った者欄＝特約業者Ｃ 

第１６号の４１様式別表６ 納入を受けた者欄＝需要家Ｅ 

第１６号の４１様式別表１０  

 

特約業者Ｃ 

区 分 提出先 様 式 記載内容 

報告書 丙県へ 第１６号の４１様式  

第１６号の４１様式別表１ 引渡しを行った者欄＝特約業者Ｂ 

第１６号の４１様式別表５ 引取りを行った者欄＝需要家Ｅ 

第１６号の４１様式別表１０  

  

＜丙 県＞ 

特約業者Ｃ 

＜戊 県＞ 

需要家Ｅ 

庫取り 

＜甲 県＞ 

元売業者Ａ 

＜乙 県＞ 

特約業者Ｂ 
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（事例３）特約業者Ｃが庫取りをして、需要家Ｅに納入した場合 

 

 

 

 

 

 

元売業者Ａ 

区 分 提出先 様 式 記載内容 

報告書 丙県へ 第１６号の３７様式 左（引取りを行った者）欄＝特約業者Ｂ 

右（納入を受けた者）欄＝特約業者Ｃ 

第１６号の３９様式 納入を行った事務所又は事業所欄＝元売業者Ａ 

甲県へ 第１６号の４１様式  

第１６号の４１様式別表５ 引取りを行った者欄＝特約業者Ｂ 

第１６号の４１様式別表６ 納入を受けた者欄＝特約業者Ｃ 

第１６号の４１様式別表１０  

 

特約業者Ｂ 

区 分 提出先 様 式 記載内容 

申告書 丙県へ 第１６号の１０様式  

第１６号の１０様式別表 左（納入を受けた者）欄＝特約業者Ｃ 

右（納入を行った者）欄＝元売業者Ａ 

報告書 乙県へ 第１６号の４１様式  

第１６号の４１様式別表１ 引渡しを行った者欄＝元売業者Ａ 

第１６号の４１様式別表５ 引取りを行った者欄＝特約業者Ｃ 

第１６号の４１様式別表１０  

 

特約業者Ｃ 

区 分 提出先 様 式 記載内容 

申告書 戊県へ 第１６号の１０様式 ※ 数量は、「課税対象とならない数量」（エ）欄に内書きする。 

第１６号の１０様式別表 左（納入を受けた者）欄＝需要家Ｅ 

右（納入を行った者）欄＝特約業者Ｃ 

※ 数量は、「うち課税対象とならない数量」欄に内書きする。 

報告書 丙県へ 第１６号の４１様式  

第１６号の４１様式別表１ 引渡しを行った者欄＝特約業者Ｂ 

第１６号の４１様式別表２ 納入を行った者欄＝元売業者Ａ 

第１６号の４１様式別表５ 引取りを行った者欄＝需要家Ｅ 

第１６号の４１様式別表６ 納入を受けた者欄＝需要家Ｅ 

第１６号の４１様式別表１０  

※ 戊県へ課税免除承認申請書の提出も必要 

  

＜丙 県＞ 

特約業者Ｃ 

＜戊 県＞ 

需要家Ｅ 

庫取り 

＜甲 県＞ 

元売業者Ａ 

＜乙 県＞ 

特約業者Ｂ 
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（事例４）販売業者Ｄが庫取りをして、需要家Ｅに納入した場合 

 

 

 

 

 

 

元売業者Ａ 

区 分 提出先 様 式 記載内容 

報告書 丁県へ 第１６号の３７様式 左（引取りを行った者）欄＝特約業者Ｂ 

右（納入を受けた者）欄＝販売業者Ｄ 

第１６号の３９様式 納入を行った事務所又は事業所欄＝元売業者Ａ 

甲県へ 第１６号の４１様式  

第１６号の４１様式別表５ 引取りを行った者欄＝特約業者Ｂ 

第１６号の４１様式別表６ 納入を受けた者欄＝販売業者Ｄ 

第１６号の４１様式別表１０  

 

特約業者Ｂ 

区 分 提出先 様 式 記載内容 

申告書 丁県へ 第１６号の１０様式  

第１６号の１０様式別表 左（納入を受けた者）欄＝販売業者Ｄ 

右（納入を行った者）欄＝元売業者Ａ 

報告書 乙県へ 第１６号の４１様式  

第１６号の４１様式別表１ 引渡しを行った者欄＝元売業者Ａ 

第１６号の４１様式別表５ 引取りを行った者欄＝販売業者Ｄ 

第１６号の４１様式別表１０  

  

＜丁 県＞ 

販売業者Ｄ 

＜戊 県＞ 

需要家Ｅ 

庫取り 

＜乙 県＞ 

特約業者Ｂ 

＜甲 県＞ 

元売業者Ａ 
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（事例５）特約業者Ｃが需要家Ｅに「課税済」の軽油を納入した場合 

 

 

 

 

 

 

※ 戊県へ課税免除承認申請書の提出も必要  

元売業者Ａ 

区 分 提出先 様 式 記載内容 

申告書 乙県へ 第１６号の１０様式 ※ 数量は、「課税対象とならない数量」（イ）欄に内書きする。 

第１６号の１０様式別表 左（納入を受けた者）欄＝特約業者Ｂ 

右（納入を行った者）欄＝元売業者Ａ 

報告書 乙県へ 第１６号の３７様式 左（引取りを行った者）欄＝特約業者Ｂ 

右（納入を受けた者）欄＝特約業者Ｂ 

第１６号の３９様式 納入を行った事務所又は事業所欄＝元売業者Ａ 

甲県へ 第１６号の４１様式  

第１６号の４１様式別表５ 引取りを行った者欄＝特約業者Ｂ 

第１６号の４１様式別表６ 納入を受けた者欄＝特約業者Ｂ 

第１６号の４１様式別表１０  

 

特約業者Ｂ 

区 分 提出先 様 式 記載内容 

申告書 丙県へ 第１６号の１０様式  

第１６号の１０様式別表 左（納入を受けた者）欄＝特約業者Ｃ 

右（納入を行った者）欄＝特約業者Ｂ 

報告書 乙県へ 第１６号の４１様式  

第１６号の４１様式別表１ 引渡しを行った者欄＝元売業者Ａ 

第１６号の４１様式別表２ 納入を行った者欄＝元売業者Ａ 

第１６号の４１様式別表５ 引取りを行った者欄＝特約業者Ｃ 

第１６号の４１様式別表６ 納入を受けた者欄＝特約業者Ｃ 

第１６号の４１様式別表１０  

 

特約業者Ｃ 

区 分 提出先 様 式 記載内容 

申告書 戊県へ 第１６号の１０様式 ※ 数量は、「課税対象とならない数量」（エ）欄に内書きする。 

第１６号の１０様式別表 左（納入を受けた者）欄＝需要家Ｅ 

右（納入を行った者）欄＝特約業者Ｃ 

※ 数量は、「うち課税対象とならない数量」欄に内書きする。 

報告書 丙県へ 第１６号の４１様式  

第１６号の４１様式別表１ 引渡しを行った者欄＝特約業者Ｂ 

第１６号の４１様式別表２ 納入を行った者欄＝特約業者Ｂ 

第１６号の４１様式別表５ 引取りを行った者欄＝需要家Ｅ 

第１６号の４１様式別表６ 納入を受けた者欄＝需要家Ｅ 

第１６号の４１様式別表１０  

＜丙 県＞ 

特約業者Ｃ 

＜戊 県＞ 

需要家Ｅ 

持届け 

＜甲 県＞ 

元売業者Ａ 

＜乙 県＞ 

特約業者Ｂ 
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要 

※

処

理

事

項 

事業者ｺｰﾄﾞ 事務所ｺｰﾄﾞ    

１３１１１１０００１ １３００４ 
   

令和○○年５月３１日    

  

       

新宿都税事務所長 殿 

 
       

個人番号又は法人番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 
（右詰で記

載） 

登 録 特 別 徴 収 義 務 者 の  

登録番号及び氏名又は名称 

第１３１１１１号 
 
Ａ石油 株式会社 
            代表取締役 ○○○○   

登 録 特 別 徴 収 義 務 者 の  

住 所 又 は 所 在 地  
新宿区 西新宿○－○－○ 

この申 告 に応 答 する係 及  

び 氏 名 並 び に電 話 番 号 

 
経理係 
     ○○○○ 
               （電話 ○○○○－○○○○） 

令和○○年０４月分 軽油引取税納入申告書 

４月中における引渡しに係る軽油の納入数量 （ア） 
   ﾘｯﾄﾙ 

  ２０ ５００．１２０ 

課
税
対
象
と
な
ら
な
い
数
量 

法第１４４条の２の規定によって除外される軽油の数量 （イ） 
    

法第１４４条の５第１号の規定によって課税免除される 
軽油の数量 

（ウ） 
    

法第１４４条の５第２号の規定によって課税免除される 
軽油の数量 

（エ） 
  ５ ０００．０００ 

免税証による軽油の納入数量 （オ） 
  １ ０００．０００ 

合衆国軍隊等への軽油の納入数量 （カ） 
    

小 計     （イ）＋（ウ）＋（エ）＋（オ）＋（カ） （キ） 
  ６ ０００．０００ 

    
差 引 計  （ア）－（キ） 

（ク） 
  １４ ５００．１２０ 

   欠 減 量  （ク）×1/100（0.3/100） （ケ） 
   １４５．００２ 

   再 差 引 計  （ク）－（ケ） （コ） 
  １４ ３５５．１１８ 

   この申告によって納入すべき軽油引取税額   1５円×（コ） （サ） 
   円 

  215 ３２６ 

申 告 期 限  ○○年０５月３１日 添

付

書

類 

 

（イ）、（ウ）、（エ）及び（カ）の数量を証する書 

面並びに（オ）の数量に対応する免税証 納入予定日  ○○年０５月３１日 

 

 添付免税証 
  １２枚（1,000 ﾘｯﾄﾙ分） 

小数点４位以下は、端数を切り上げる。 

 免税証による納入数量がある場合
は、この欄に添付した免税証の枚
数等を記載する。 

「元売→元売」及び

「元売→特約」間の引

取り 

輸  出 

課 税 済

第
十
六
号
の
十
様
式
协
提
出
用
卐 

税額の１円未満の端数は、

切り捨てる。 

４ 申告書・報告書の記入例 
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2
4
 

軽油の納入数量明細書 
※

処

理

事

項 

事業者ｺｰﾄﾞ 事務所ｺｰﾄﾞ    

１３１１１１０００１ １３００４    

   （４月１日～４月３０日）   
   

登録特別徴収義務者の 

氏 名 又 は 名 称  
Ａ石油 株式会社 

登録特別徴収義務者の 

住 所 又 は 所 在 地  
新宿区 西新宿○－○－○ 

                 令和○○年０４月分 １ 枚のうち 

１ 枚 目 

納 入 を 受 け た 者  納 入 数 量 引渡しに係る軽油の 

氏名又は名称 ※ コ ー ド 納 入 地  うち課税対象とならない数量 納 入 を 行 っ た 者 ※ コ ー ド 

××運送㈱ 中央営業所 中央区 新富○－○－○ 

    ﾘｯﾄﾙ 
Ｃ石油㈱ 中央油槽所 

  ４ ０００．０００ 

 ※ ６３１２３４００２２       ※ １３３３３３００２９ 

株式会社 都庁興業 
新宿区 西新宿○－○－○ 

   １ ０００．０００ Ａ石油㈱ 都庁前給油所 

 ※ ６３８００３１２３４    １ ０００．０００  ※ １３１１１１００２９ 

自動車の保有者 新宿区 西新宿○－○－○    １５ ５００．１２０ Ａ石油㈱ 都庁前給油所 

 ※ ９９９９９９０２０８    ５ ０００．０００  ※ １３１１１１００２９ 

 
 

      

 ※        ※  

 
 

      

 ※        ※  

 
 

      

 ※        ※  

 
 

      

 ※        ※  

 
 

      

 ※        ※  

        

 ※        ※  

計 
   ２０ ５００．１２０  

   ６ ０００．０００ 

「納入地」には、特別徴収義務者から現実の納入を伴う軽油の引取りが行われた当該
場所を記載する。 
○特別徴収義務者が軽油を「持ち届けた」場合→その軽油を持ち届け、納入した場所 
○特別徴収義務者が自社のＳＳで顧客に販売した場合→当該ＳＳの所在地 
ただし、納入を受けた者が石油製品の販売業者である場合には、その販売業者の当該
軽油の納入に係る事業所が「納入地」となる。→Ｐ２～６を参照 

軽油の現実の納入を行った者の名称
を、出荷に係る事務所事業所ごとに記載
する。 
申告書別表には事業所コードを用いる。 

合計数量： 
複数枚ある場合に
は、最終ページの
みに記載する。 

１６号の１０様式（キ）欄

の数量と一致 

１６号の１０様式

（ア）欄と一致 

【記入の要領】 
① 軽油の納入数量明細書には、納入申告書の「月中における引渡しに

係る軽油の納入数量（ア）欄」の内訳を記載すること。 
② 特別徴収義務者が現実の納入を伴う引渡しを行った軽油について、

当該軽油の「納入地」ごとにその軽油の数量を記載すること。 
③ 「うち課税対象とならない数量」欄には、「元売→元売」間の引取り、

「元売→特約」間の引取り、課税済軽油の納入、免税証による納入等
に係る数量を記載すること。 

自社のＳＳで顧客に軽油を販売した場合は、個々の氏名
又は名称を省略して「自動車の保有者」として一括記載
する。なお、その際コードは「9999990208」を用いる。 

免税軽油使用者への納入分。 
自動車の保有者に対する納入
分とは別に記載する。 

第
十
六
号
の
十
様
式
別
表
协
提
出
用
卐 

支店名・営業所名
も記載する。 
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5
 

． ．

．

． ．

． ．

． 1 0 0 ．

． ．

． ．

．

．

．

． ．

． ．

． 1 0 0 ．

．

．

．

．

．

．

第
十
六
号
の
十
二
様
式
（

提
出
用
）

事務所コード 処理区分 予　　　　　　　　　　備 整　理　番　号

発 信 年 月 日

確認印通信日付印

合

⑯－⑰のうち既に軽油引取税が課され又は課され
るべき軽油の数量 ⑱

⑰

合又は燃料炭化水素油

を自動車の内燃機関の

燃料として販売した場

いない場合を含む。）

（ウ）　自動車の保有者が炭

化水素油を自動車の内

燃機関の燃料として消

費した場合（道路を運

行した分に限る。）

軽油に軽油以外の炭化

水素油を混和し若しく

は軽油以外の炭化水素

油と軽油以外の炭化水

素油を混和して製造さ

れた軽油を販売した場

の特別徴収の義務が消

していた場合（引渡し

を行った軽油につき、

又は合併後存続する法人等に承継された軽油の数量

⑫のうち特別聴取義務者として指定されている相続人

（エ）

滅した時に軽油を所有

現実の納入が行われて

⑫のうち元売業者が納期限までに他の元売業者に
⑭

④のうち製造の承認を受けた軽油に含まれている既に軽油

引取税が課され又は課されるべき軽油の数量

⑨

控
除
分

⑮

き軽油の数量

引き渡した軽油の数量

⑬

差　引　計

（イ）

（エ）　特別徴収義務者がそ

控
除
分

⑩

⑪

る既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油の数量

④のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれてい

る既に揮発油税が課され又は課されるべき揮発油の数量

差　引　計

差　引　計

添付免税証

（ウ）

　所有に係る軽油の数量 ⑫

⑫のうち既に軽油引取税が課され又は課されるべ

⑦

⑧

⑤

⑥

④　販売した軽油又は燃料炭化水素油の数量

④のうち製造の承認を受けた軽油に含まれている既に揮発

油税が課され又は課されるべき揮発油の数量

④のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれてい

事　業　者　コ　ー　ド

③

令和　○○年　5月　31日

月分

①

②

　販売した燃料炭化水素油の数量

 この申告に応答する係及

⑯のうち免税用途に供した軽油の数量
　 　（免税用途：　　　　　　　　　　　　　　　用）

 び氏名並びに電話番号

①のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれてい

（ア）

経理係　○○○○
（電話　　　　　　○○○○－○○○○　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

申告年月日

数　　　　　　　　　　　　　　　　　　量

①のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれてい

る既に揮発油税が課され又は課されるべき揮発油の数量

納税者の氏名又は名称

納税者の住所又は所在地

（ア）　特約業者又は元売業

者が燃料炭化水素油を

課 税 の 区 分

令和 年

新宿区西新宿○－○－○

A石油株式会社　代表取締役　○○○○　　

※
処
理
事
項

控
除
分

（イ）　石油製品販売業者が、

　消費した炭化水素油の数量

自動車の内燃機関の燃

料として販売した場合

る既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油の数量
控
除
分

差　引　計

　①－②－③

　④－⑤－⑥－⑦－⑧

　⑨－⑩－⑪

　⑫－⑬－⑭－⑮

⑨のうち消費の承認を受け又は自動車用炭化水素油譲渡証の交付

を受けた燃料炭化水素油に含まれている既に軽油引取税が課され

又は課されるべき軽油の数量

⑨のうち消費の承認を受け又は自動車用炭化水素油譲渡証の交付

を受けた燃料炭化水素油に含まれている既に揮発油税が課され又

は課されるべき揮発油の数量

差　引　計

控
除
分

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

数　　　　　　　　　　　　　　　　　　量

控
除
分

差　引　計

⑯

（オ）

1 0

（キ）

　消費した軽油の数量

　譲渡した軽油の数量

　消費した軽油の数量

（カ）　免税軽油の引取りを行った者が

　　　他の者にその軽油を譲渡した場合
（カ）

　⑯－⑰－⑱

納付すべき軽油引取税額

＠

15円×＠

㉔

（ク）

（ケ）

　㉑－㉒－㉓

　輸入した軽油の数量

合　　　計 (ア)＋(イ)＋(ウ)＋(エ)＋(オ)＋(カ)＋（キ）＋（ク）＋（ケ）

を輸入した場合

（キ）　免税軽油の引取りを行った者が免税用途以外

　　の用途に供するためその軽油を自ら消費した場合

　消費又は譲渡した軽油の数量

㉑のうち製造の承認を受けた軽油に含まれている既に

軽油引取税が課され又は課されるべき軽油の数量

㉑のうち製造の承認を受けた軽油に含まれている既に

揮発油税が課され又は課されるべき揮発油の数量

（ク）　特別徴収義務者以外

（ケ）　特別徴収義務者以外の者が軽油

軽油引取税納付申告書
（令和 ○○ 年 4 月 1日　　～　4 月 30　日分）

又は他の者に譲渡した

場合

リットル
課 税 の 区 分

の者が軽油を製造して

その軽油を自ら消費し

（オ）　特別徴収義務者が軽

油を自ら消費した場合

1 3 1 1 31 1 00 0 0 4

○ ○ 0 4

0 1 1

枚 （　　　　　　　　　　　　　　　ﾘｯﾄﾙ分）

0 000

000

円

1,500

リットル

000

1 2 3

新宿都税事務所長 殿

個人番号又は法人番号 0 1 2 3 (右詰で記載）4 5 6 7 8 9

受付印

第144条の2第3項

第144条の2第4項

第144条の2第5項

第144条の2第6項

第144条の3第1項第1号、2号

第144条の3第1項第3号

第144条の3第1項第4号

第144条の3第1項第5号

第144条の3第1項第6号

特別徴収義務者が自己の保有に係る軽油を自ら消費した場合は、（オ）欄に
当該消費数量を記載のうえ、申告納付する。
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軽油の受払い等の数量報告書 

  事業者ｺｰﾄﾞ 事務所ｺｰﾄﾞ    
令和○○年５月３１日 ※

処

理

事

項 

１３１１１１０００１ １３００４ 
   

  

新宿都税事務所長 殿 

   

区 分  元 ・ 特 ・ 製 

個人番号又は法人番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 １ 2 3 (右詰で記載) 

氏 名 又 は名 称 
 
Ａ石油 株式会社 
            代表取締役 ○○○○  

住所又は所在地 
 
新宿区 西新宿○－○－○ 
              （電話 ○○○○－○○○○） 

令和○○年０４月分 

摘 要 受 払 い 等 の 数 量  現実の受払い等の数量 備 考 

前々月末在庫数量 
    ﾘｯﾄﾙ     ﾘｯﾄﾙ  

  ９ ０００．０００   ９ ０００．０００ 

 うち課税済みのもの  
    

 
   

 

受 

製 造 数 量  
    

 
    

 うち課税済みのもの  
    

 
    

輸 入 数 量  
    

 
    

入 

引 取 数 量  
  ３４ ０００．０００ 

  
 ３０ ０００．０００ 

 うち課税済みのもの  
  ５ ０００．０００ 

 
  ５ ０００．０００ 

返還を受けた数量  
    

 
 

 
  

 うち課税済みのもの  
    

 
    

そ の 他  
    

 
    

れ  うち課税済みのもの  
    

 
    

合 計  
  ３４ ０００．０００ 

 
  ３０ ０００．０００ 

 うち課税済みのもの  
  ５ ０００．０００ 

 
  ５ ０００．０００ 

払 

引 渡 数 量   
 ３０ ５００．１２０ 

  
 ２６ ５００．１２０ 

 うち課税済みのもの  
  ５ ０００．０００ 

 
  ５ ０００．０００ 

消 費 数 量  
   １００．０００ 

  
  １００．０００ 

出 

 うち課税済みのもの  
    

 
    

返還を行った数量  
    

 
    

 うち課税済みのもの  
    

 
    

そ の 他  
    

 
    

し  うち課税済みのもの  
    

 
    

合 計  
  ３０ ６００．１２０ 

 
  ２６ ６００．１２０ 

 うち課税済みのもの  
  ５ ０００．０００ 

 
  ５ ０００．０００ 

前月末在庫数量  
  １２ ３９９．８８０ 

 
  １２ ３９９．８８０ 

 うち課税済みのもの  
    

 
    

「受入れ」、「払出し」の「その他」

欄には、月末の実在庫数量と計

算上の帳簿在庫数量に差が生じ

た場合に、増減した軽油の数量

を記載する。なお、在庫差量の

取扱いについては、Ｐ９も参照し

てください。 

別表１ 

商 流 物 流 

別表２ 

別表５ 別表６ 

別表７ 別表７ 

別表 10 別表 10 

受入れ合計欄には「前々月末在

庫数量」を含めない。 

前月の数量報告
書下段の「前月
末在庫数量」と一
致する。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
协
提
出
用
卐 
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2
7
 

   （受入れ）        引取数量（受払い等の数量） ※

処

理

事

項 

事業者ｺｰﾄﾞ 事務所ｺｰﾄﾞ    

                引渡しを行った者別・都道府県別明細書 １３１１１１０００１ １３００４    

 報告者の氏名又は名称 

               Ａ石油 株式会社 
  
   

               令和○○年０４月分 
１ 枚のうち 

１ 枚 目 

引渡しを行った者の氏名又は名称 
引 渡 しを行 った者 の事 務 所    引 取 数 量 

備 考 
又は事業所所在の都道府県名  うち課税済みのもの 

Ｂ石油 株式会社 東 京 都 １３２２２２０００１ 
   ﾘｯﾄﾙ  

  ５ ０００．０００ 

１３   ５ ０００．０００ 

Ｃ石油 株式会社 東 京 都 
１３３３３３０００１   １４ ０００．０００ 

１３     

Ｃ石油 株式会社 埼 玉 県 
１３３３３３０００１   １５ ０００．０００ 

１１     

  小    計  
   ２９ ０００．０００ 

８８     

  
     

     

  
     

     
 

 
     

     

  
     

     

  
     

     

  
     

     

  
     

     

計 
   ３４ ０００．０００ 
   ５ ０００．０００ 

  

【記入の要領】 
①「引渡しを行った者の氏名又は名称」には、商流ベースの仕入先の

名称を記載する。支店名、営業所名等の記載は不要です。 
②「引渡しを行った者の事務所又は事業所所在の都道府県名」には、

報告者から注文（オーダー）を受けた事務所等が所在する都道府県
名を記載すること。 

合計数量： 
複数枚ある場
合には、最終
ページのみに
記載する。 

「小計」は、Ｃ石油の東京都扱い分と埼玉
県扱い分を合算し、Ｃ石油から仕入れた
合計数量とすること。 この場合、都道府
県コードは「８８」を記入する。 

 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
一
协
提
出
用
卐 

別表１記載のコードは事
業者コード 
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2
8
 

   （受入れ）        引取数量（現実の受払い等の数量） ※

処

理

事

項 

事業者ｺｰﾄﾞ 事務所ｺｰﾄﾞ    

                納入を行った者別・都道府県別明細書 １３１１１１０００１ １３００４    

 報告者の氏名又は名称 

               Ａ石油 株式会社 
  
   

               令和○○年０４月分 
１ 枚のうち 

１ 枚 目 

納入を行った者の氏名又は名称 
納 入 を行 った者 の事 務 所     納 入 を受 けた数 量  

備 考 
又は事業所所在の都道府県名  うち課税済みのもの 

Ｃ石油 株式会社 東 京 都 １３３３３３０００１ 
   ﾘｯﾄﾙ  

  １０ ０００．０００ 

１３     

Ｃ石油 株式会社 埼 玉 県 
１３３３３３０００１   １５ ０００．０００ 

１１     

 
小    計 

 
   ２５ ０００．０００ 

８８     

Ｄ石油 株式会社 東 京 都 
１３４４４４０００１   ５ ０００．０００ 

１３   ５ ０００．０００ 

  
     

     

  
     

     

  
     

     
 

 
     

     

  
     

     

  
     

     

  
     

     

計 
   ３０ ０００．０００ 
   ５ ０００．０００ 

  

合計数量： 
複数枚ある場
合には、最終
ページのみに
記載する。 

【記入の要領】 
①「納入を行った者の氏名又は名称」には、物流ベースの仕入先

の名称を記載する。製油所、油槽所等の記載は不要です。 
②「納入を行った者の事務所又は事業所所在の都道府県名」には、

報告者から注文（オーダー）を受けて軽油を出荷した事務所等
が所在する都道府県名を記載すること。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
二
协
提
出
用
卐 

「小計」は、Ｃ石油の東京都
扱い分と埼玉県扱い分を合
算し、Ｃ石油から仕入れた合
計数量とすること。 この場
合、都道府県コードは「８８」を
記入する。 

 

別表２記載のコードは事
業者コード 
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2
9
 

   （払出し）        引渡数量（受払い等の数量） ※

処

理

事

項 

事業者ｺｰﾄﾞ 事務所ｺｰﾄﾞ    

                引取りを行った者別・都道府県別明細書 １３１１１１０００１ １３００４    

 報告者の氏名又は名称 

               Ａ石油 株式会社 
  
   

               令和○○年０４月分 
１ 枚のうち 

１ 枚 目 

引取りを行った者の氏名又は名称 
引 取 りを行 った者 の事 務 所     引 渡 数 量 

備 考 
又は事業所所在の都道府県名  うち課税済みのもの 

自動車の保有者 東 京 都 ９９９９９９０２０８ 
   ﾘｯﾄﾙ  

  １５ ５００．１２０ 

１３   ５ ０００．０００ 

自動車の保有者 埼 玉 県 
９９９９９９０２０８   １０ ０００．０００ 

１１     

小  計  
   ２５ ５００．１２０ 

８８   ５ ０００．０００ 

株式会社 都庁興業 東 京 都 
６３８００３１２３４   １ ０００．０００ 

１３     

××運送 株式会社 東 京 都 
６３１２３４０００４   ４ ０００．０００ 

１３     

  
     

     
 

 
     

     

  
     

     

  
     

     

  
     

     

  
     

     

計 
   ３０ ５００．１２０ 
   ５ ０００．０００ 

  

合計数量： 
複数枚ある場
合には、最終
ページのみに
記載する。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
五
协
提
出
用
卐 

【記入の要領】 
①「引取りを行った者の氏名又は名称」には、商流ベースの販売先の名称

を記載する。支店名、営業所名等の記載は不要です。 
②「引取りを行った者の事務所又は事業所所在の都道府県名」には、報告

者に対し注文（オーダー）を行った事務所等が所在する都道府県名を記
載すること。 

免税軽油使用者への引渡

分は、自動車の保有者と

は別に記載する。 

別表５記載のコー
ドは事業者コード 

「小計」は、「自動車の保
有者」の東京都扱い分と
埼玉県扱い分を合算し、
合計数量とすること。 こ
の場合、都道府県コード
は「８８」を記入する。 
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3
0
 

   （払出し）        引渡数量（現実の受払い等の数量） ※

処

理

事

項 

事業者ｺｰﾄﾞ 事務所ｺｰﾄﾞ    

                納入を受けた者別・都道府県別明細書 １３１１１１０００１ １３００４    

 報告者の氏名又は名称 

               Ａ石油 株式会社 
  
   

               令和○○年０４月分 
１ 枚のうち 

１ 枚 目 

納入を受けた者の氏名又は名称 
納 入 を受 けた者 の事 務 所      納 入 を受 けた数 量  

備 考 
又は事業所所在の都道府県名  うち課税済みのもの 

自動車の保有者 東 京 都 ９９９９９９０２０８ 
   ﾘｯﾄﾙ  

  １５ ５００．１２０ 

１３   ５ ０００．０００ 

自動車の保有者 埼 玉 県 
９９９９９９０２０８   １０ ０００．０００ 

１１     

小   計  
   ２５ ５００．１２０ 

８８   ５ ０００．０００ 

株式会社 都庁興業 東 京 都 
６３８００３１２３４   １ ０００．０００ 

１３     
 

 
     

     

  
     

     
 

 
     

     

  
     

     

  
     

     

  
     

     

  
     

     

計 
   ２６ ５００．１２０ 
   ５ ０００．０００ 

  

合計数量： 
複数枚ある場
合には、最終
ページのみに
記載する。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
六
协
提
出
用
卐 

【記入の要領】 
①「納入を受けた者の氏名又は名称」には、物流ベースの販売先の名称を

記載する。製油所、油槽所等の記載は不要です。 
②「納入を受けた者の事務所又は事業所所在の都道府県名」には、報告者

から現実の納入を受けた者の納入に係る事務所等（出荷地）が所在する
都道府県名を記載すること。 

 

免税軽油使用者への引渡

分は、自動車の保有者と

は別に記載する。 
別表６記載のコー
ドは事業者コード 

「小計」は、「自動車の保有
者」の東京都扱い分と埼玉
県扱い分を合算し、合計
数量とすること。 この場
合、都道府県コードは「８
８」を記入する。 
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3
1
 

            消費数量（現実の受払い等の数量）明細書 
※

処

理

事

項 

事業者ｺｰﾄﾞ 事務所ｺｰﾄﾞ    
１３１１１１０００１ １３００４    

 報告者の氏名又は名称 

               Ａ石油 株式会社 
  

   

               令和○○年０４月分 
１ 枚のうち 

１ 枚 目 

事 務 所 又 は 事 業 所    消  費  数  量 
備 考 

名 称 所 在 地  うち課税済みのもの 

Ａ石油 株式会社 
都庁前給油所 

新宿区 西新宿○－○－○ 
１３１１１１００２９ 

   ﾘｯﾄﾙ  
   １００．０００ 

     
 

 
     

      
 

 
     

      
 

 
     

      
 

 
     

      
 

 
     

      
 

 
     

      
 

 
     

      
 

 
     

      
 

 
     

      
 

 
     

      

計 
    １００．０００ 

     

  

【記入の要領】 

自らの消費した軽油数量について、事務所又は事業所

ごとの内訳を記載すること。 

合計数量： 
複数枚ある場
合には、最終
ページのみに
記載する。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
七
协
提
出
用
卐 

別表７記載のコードは事業所コード 
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3
2
 

            在庫数量（現実の受払い等の数量）明細書 
※

処

理

事

項 

事業者ｺｰﾄﾞ 事務所ｺｰﾄﾞ    

１３１１１１０００１ １３００４    

 報告者の氏名又は名称 

               Ａ石油 株式会社 
  

   

               令和○○年０４月分 
１ 枚のうち 

１ 枚 目 

事 務 所 又 は 事 業 所    在 庫 数 量 
備 考 

名 称 所 在 地  うち課税済みのもの 

Ａ石油 株式会社 新宿区 西新宿○－○－○ 

    ﾘｯﾄﾙ  
１３１１１１００２９   ４ ３９９．８８０ 

 都庁前給油所      

Ａ石油 株式会社 
埼玉県 さいたま市 ○○○ ○－○－○ 

１３１１１１００３２   ８ ０００．０００ 
 さいたま給油所      

 
 

     
      

 
 

     
      

 
 

     
      

 
 

     
      

 
 

     
      

 
 

     
      

 
 

     
      

 
 

     
      

 
 

     
      

計 
   １２ ３９９．８８０ 

     

【記入の要領】 
事務所又は事業所ごとの在庫数量の内訳を記載する。 
寄託中の軽油については、寄託先の事務所等を自社の事務所等
として記載すること。 

合計数量： 
複数枚ある場
合には、最終
ページのみに
記載する。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
十
协
提
出
用
卐 別表１０記載のコードは事業所コード 
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第 123 号様式（第 40 条の 10 関係） 

軽油引取税課税免除承認申請書 ※処理事項  
1:納入 

2:納付 

 令和〇〇年５月３１日 

新宿 
都税事務所長

支 庁 長 
宛 

義
務
者 

特
別
徴
収 

登録番号 １ ３ １ １ １ １ 事業者コード １ ３ １ １ １ １ ０ ０ ０ ０ 

住所 新宿区 西新宿〇－〇－〇 

氏名(名称) Ａ石油 株式会社 

次のとおり、地方税法第144条の５の規定の適用を受けたいので申請します。 

令和〇〇年４月分 

地方税法第144条の５第１号に係る事項 

引 渡 数 量 引 渡 年 月 日 

 . ﾘｯﾄﾙ 令和    年  月  日 

引 渡 し を 行 つ た 場 所 輸 出 先 

  

地方税法第144条の５第２号に係る事項 

引 取 数 量 仕 入 価 格 引 取 年 月 日 

20,000 .000 ﾘｯﾄﾙ 80 円/㍑ 令和○○年４月４・１９日 

引 渡 数 量 販 売 価 格 引 渡 年 月 日 

20,000 .000 ﾘｯﾄﾙ 90 円/㍑ 令和○○年４月中日 

仕入先業者の 

事務所(事業所) 

所在地 
都道府県 区市町村 町名 丁目 番 号 

東 京 都 江 東 区 大 島 〇 〇 〇 

氏名(名称) Ｃ石油 株式会社 

当該軽油に係る軽油引取 

税を徴収した特別徴収義 

務者等の事務所(事業所) 

所在地 
都道府県 区市町村 町名 丁目 番 号 

東 京 都 中 央 区 新 富 〇 〇 〇 

氏名(名称) 株式会社 Ｂ商事 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 備考 １ この様式は、第 40 条の 10 の申請に用いること。 

     ２ 法第 144 条の５第１号に係る申請にあつては軽油の引取りが本邦からの輸出として行われたものであるこ 

と及び当該引取りに係る数量を証明する書類を、同条第２号に係る申請にあつては当該事実を証明する書 

類を添付すること。 

５ その他様式の記入例 

本申請書は、課税済軽油の引取先ごと

に作成する。 

また、次ページに掲げる「課税済軽油

引取経路明細書」のほかに、当該軽油に

係る「納品書」、「請求書」その他課税済

であることを証する書類を添付する。 
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商流及び物流の経路 ・上段四角に商流経路を記載し、下段点線枠内に物流経路を線で示してください。

・名称は支店名、ＳＳ名まで記入してください。

・各業者区分（元・特・販・需）を○で囲んでください。

元 元

販 販

※上図の点線枠の物流の記載は、別紙の記載例に従って、矢印により記入してください。

課税済軽油の引渡数量

用紙日本産業規格Ａ４

送の場合には、輸送年月日、元売業者に対する出荷依頼書等の番号および輸送した車両の登録番号、直

名　称

接元売業者の油槽所から引取った場合には、元売業者発行の出荷案内書の番号等を記載すること。

元
 
 

特
 
 

販
 
 

需

都・道府県税事務所

上記の軽油について特別徴収を行った者

２

１

ウ 所在地・名称イ 所在地・名称

特 特

号

月分）年

登　  録  　番　  号 １３１１１１

住 所 又 は 所 在 地 　

明細書には、当該軽油の引取が油送船の場合には、輸送年月日、船名および運行者名等を、 ローリー輸

３

課税済軽油引取経路明細書

そ の 他

氏 名  又は  名 称

引取数量 積　　　　　出　　　　　地
輸送車両
登録番号

引取月日

4

備考

ア 元売業者の所在地・名称

都道府県

出荷案内
書 番 号

　

４ 特別徴収を行った者が軽油引取税を申告した都税事務所等

引　渡　数　量

　 リットル

出荷依頼
書 番 号

（ 令和○○

エ 所在地・名称 オ 所在地・名称

元
 
 

特
 
 

販
 
 

需

商 流

物 流

事業者コード（６桁）を
記入してください。

引取行為ごとに、積出地、
輸送車輌登録番号、納品書
の出荷案内書番号を記載し
てください。

上段：住所又は所在地
下段：氏名又は名称

業者区分に
「○」をつけて
ください。
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○商流及び物流の経路記載例（例1から8まで全て「ウ」が課税免除承認申請者）
(例1 ) 商流上の経路：ア→イ→ウ→エ

物流上の経路：アがウのタンクへ持届けし、ウが当該軽油を自社SSにおいて自動車の保有者に払い出した。

元 元

販 販

(例2 ) 商流上の経路：ア→イ→ウ→エ
物流上の経路：ウがアのタンクへ庫取りし、エへ納品した。

元 元

販 販

(例3 ) 商流上の経路：ア→イ→ウ→エ→オ
物流上の経路：ウがアのタンクへ庫取りし、一旦自社タンクに貯蔵した。その後、オがウのタンクへ庫取りした。

元 元

販 販

(例4 ) 商流上の経路：ア→イ→ウ→エ→オ
物流上の経路：アがウのタンクへ持届けし、ウが当該軽油をさらにオへ持届けした。

元 元

販 販

元

 
特
 

販
 

需

特 特

元売業者Ａ 特約業者Ｂ 特約業者Ｃ

□□ＳＳ

自動車の保有者

ア 元売業者の所在地・名称 イ 所在地・名称 ウ 所在地・名称 エ 所在地・名称 オ 所在地・名称

○区○○町１－１－１ ○区○○町２－２－２ ○区○○町１－３－２

元

 
特
 

販
 

需

オ 所在地・名称

元
 

特
 

販
 

需

元
 

特
 

販

 
需

元
 

特
 

販

 
需

ア 元売業者の所在地・名称 イ 所在地・名称

元売業者Ａ 特約業者Ｂ

○区○○町１－１－１ ○区○○町２－２－２ ○市○○町３－２－１

特 特

特約業者Ｃ 販売業者Ｄ
需要家Ｆ

△△営業所

○区○○町３－３－３ ○市○○町１－２－３

元売業者Ａ 特約業者Ｂ

○区○○町１－１－１

特

ア 元売業者の所在地・名称 イ 所在地・名称

○区○○町２－２－２

オ 所在地・名称ウ 所在地・名称 エ 所在地・名称

特

特約業者Ｃ 販売業者Ｄ

○区○○町３－３－３ ○市○○町１－２－３

元
 

特
 

販
 

需

特約業者Ｃ 販売業者Ｄ

オ 所在地・名称

○市○○町２－２－２

販売業者Ｅ

元
 

特
 

販
 

需

ア 元売業者の所在地・名称 イ 所在地・名称 ウ 所在地・名称 エ 所在地・名称

特 特

○市○○町１－２－３

元売業者Ａ 特約業者Ｂ

○区○○町１－１－１ ○区○○町２－２－２ ○区○○町３－３－３

元
 

特
 

販
 

需

ウ 所在地・名称 エ 所在地・名称

≪課税済軽油引取経路明細書　流通経路の記載例≫

商 流

物 流

商 流

物 流

商 流

物 流

商 流

物 流
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(例５ ) 商流上の経路：ア→イ→ウ→エ
物流上の経路：イがアのタンクへ庫取りし、エへ納品した。

元 元

販 販

(例６ ) 商流上の経路：ア→イ→ウ→エ→オ
物流上の経路：アがイに持届けした後、エがイのタンクへ庫取りし、オに納品した。

元 元

販 販

(例７ ) 商流上の経路：ア→イ→ウ→オ（エはウの支店）
物流上の経路：ウの支店エがアのタンクに庫取りし、オに納品した。

元 元 元

販 販 販

(例８ ) 商流上の経路：ア→イ→ウ→エ
物流上の経路：アがイに持届けした後、イがエに持届けした。

元 元

販 販

イ 所在地・名称 ウ 所在地・名称

特約業者C ××支店
需要家Ｆ

△△営業所

○市○○町３－２－１

特 特 特

エ 所在地・名称 オ 所在地・名称

○区○○町３－３－３ ○区○○町４－４－４ 特

 
販
 

需元売業者Ａ 特約業者Ｂ 特約業者Ｃ　本社

○市○○町１－２－３

元
 

特
 

販

 
需

特 特

販売業者Ｇ 特約業者Ｃ
販売業者Ｄ

○○ＳＳ

○区○○町１－１－１

○区○○町１－１－１ ○区○○町５－５－５ ○区○○町３－３－３

元
 

特
 

販

 
需

元売業者Ａ

ア 元売業者の所在地・名称 イ 所在地・名称 ウ 所在地・名称 エ 所在地・名称 オ 所在地・名称

○市○○町１－２－３

元
 

特
 

販
 

需

○区○○町１－１－１

元売業者Ａ

ア 元売業者の所在地・名称

○区○○町２－２－２

○市○○町３－２－１

特 特

販売業者Ｇ 特約業者Ｃ
販売業者Ｄ

○○ＳＳ

需要家Ｆ

△△営業所

○区○○町５－５－５ ○区○○町３－３－３

元
 

特
 

販
 

需

ア 元売業者の所在地・名称 イ 所在地・名称 ウ 所在地・名称 エ 所在地・名称 オ 所在地・名称

元売業者Ａ 販売業者Ｇ 特約業者Ｃ
販売業者Ｄ

○○ＳＳ

オ 所在地・名称

○区○○町１－１－１ ○区○○町５－５－５ ○区○○町３－３－３

元

 
特
 

販
 

需

○市○○町１－２－３

元

 
特
 

販
 

需

特 特

ア 元売業者の所在地・名称 イ 所在地・名称 ウ 所在地・名称 エ 所在地・名称

商 流

物 流

商 流

物 流

商 流

物 流

商 流

物 流
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　上記の事務所又は事業所の営業区域

　その他参考となるべき事項

住 所

又 は 所 在 地
（電話　 　）

下 記 の と お り 地 方 税 法 の 規 定 に よ り 届 け 出 ま す 。

事
務
所
又
は
事
業
所

フ リ ガ ナ

名　　 　称

フ リ ガ ナ

所  在  地

（電話　 　）

殿

日

異 動 年 月 日 令和 年 月 日

令和 年 月 日 令和 年1

開 始 年 月 日 廃 止 年 月 日

月4 日

平成 年 月

休　　　　　　　　　止　　　　　　　　　期　　　　　　　　　間

令和 年 月 日 か ら 日まで

5

フ リ ガ ナ

2 3

氏 名
又 は 名 称

（右詰で記載）

フ リ ガ ナ

6 7 8 9 0 1

フ リ ガ ナ

法 人 に あ っ て は
代 表 者 の 氏 名

ダイヒョウトリシマリヤク　○○ ○○

事　業　の　開　廃　等　の　届　出　書

※
処
理
事
項

事業者コード 事務所コード 予　　　　　　　備 整理番号

異動年月日

都税事務所長

支　　庁　　長

エーセキユ　カブシキガイシャ

区　　　分 　  元　・　特　・　販　・　製

個 人 番 号 又 は
法 人 番 号 1 2 3 4

受付
印

第144条の34第１項

第144条の34第３項

事業の開始、
廃止又は休止
の年月日等

事業の廃止又
は休止の理由

第
十
六
号
の
三
十
五
様
式
（
提
出
用
）

元売業者、特
約業者、石油
製品販売業者
又は軽油製造
業者等

ＳＳを新設する場合

該当区分に「〇」をつけてください。

この届出書は、事業の開始、廃止若しくは休止又は
その異動（変更）の届出をする場合に使用する。
事業を開始しようとする場合は、その５日前までに
それぞれ必要事項を記載のうえ、１部提出する。

新設する事務所又は事業所の名
称、所在地を記載する。

郵便番号も記載すること。
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　上記の事務所又は事業所の営業区域

　

令和 年

下 記 の と お り 地 方 税 法 の 規 定 に よ り 届 け 出 ま す 。

年

平成

日月

令和日 か ら

事
務
所
又
は
事
業
所

月

月

名　　 　称

フ リ ガ ナ

日

法 人 に あ っ て は
代 表 者 の 氏 名

フ リ ガ ナ

　  元　・　特　・　販　・　製殿
支　　庁　　長

フ リ ガ ナ

事務所コード

個 人 番 号 又 は
法 人 番 号

廃 止 年 月 日

フ リ ガ ナ

日まで

区　　　分

予　　　　　　　備

事　業　の　開　廃　等　の　届　出　書

事業者コード

異動年月日

年 月

休　　　　　　　　　止　　　　　　　　　期　　　　　　　　　間

日令和月

年

令和

整理番号

※
処
理
事
項

日

（右詰で記載）

開 始 年 月 日

氏 名
又 は 名 称

フ リ ガ ナ

都税事務所長

—

住 所

又 は 所 在 地

所  在  地

（電話　 ）

（電話 ）

　その他参考となるべき事項

年

異 動 年 月 日

受付印

第144条の34第１項

第144条の34第３項

事業の開始、
廃止又は休止
の年月日等

事業の廃止又
は休止の理由

第
十
六
号
の
三
十
五
様
式
（
提
出
用
）

元売業者、特
約業者、石油
製品販売業者
又は軽油製造
業者等

ＳＳを廃止する場合

該当区分に「〇」をつけてください。

廃止する事務所又は事業所
の名称、所在地を記載する。

廃止又は休止する場合、
その理由を詳しく記載する。
（例：給油所閉鎖のため等）

この届出書は、事業の開始、廃止若しくは休止又は
その異動（変更）の届出をする場合に使用する。
事業を廃止しようとする場合は、その５日前までに
必要事項を記載のうえ、１部提出する。
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　上記の事務所又は事業所の営業区域

殿
支　　庁　　長

日

（電話 ）

　その他参考となるべき事項

異 動 年 月 日

年 月

休　　　　　　　　　止　　　　　　　　　期　　　　　　　　　間

令和

フ リ ガ ナ

（右詰で記載）

—

住 所

又 は 所 在 地

所  在  地

都税事務所長

予　　　　　　　備事務所コード

事　業　の　開　廃　等　の　届　出　書

事業者コード

異動年月日

整理番号

フ リ ガ ナ

（電話 ）

※
処
理
事
項

個 人 番 号 又 は
法 人 番 号

区　　　分 　  元　・　特　・　販　・　製

日まで

令和 年

事
務
所
又
は
事
業
所

月 日月

日

法 人 に あ っ て は
代 表 者 の 氏 名

フ リ ガ ナ

名　　 　称

氏 名
又 は 名 称

フ リ ガ ナ

日月

令和日 か ら 月年

令和 年

下 記 の と お り 地 方 税 法 の 規 定 に よ り 届 け 出 ま す 。

年

フ リ ガ ナ

令和

開 始 年 月 日 廃 止 年 月 日

受付印

第14 4条の34第１項

第14 4条の34第３項

事業の開始、
廃止又は休止
の年月日等

事業の廃止又
は休止の理由

第
十
六
号
の
三
十
五
様
式
（
提
出
用
）

元売業者、特
約業者、石油
製品販売業者
又は軽油製造
業者等

異動（住所変更）の場合

該当区分に「〇」をつけてください。

届出事項に変更が生じた場合は、その異動事由（例：
住所変更、代表者変更等）と異動前の内容を「その他
参考となるべき事項」欄に記載するとともに、異動年月
日も当該欄に記載する。

郵便番号を記載
すること。

この届出書は、事業の開始、廃止
若しくは休止又はその異動（変更）の
届出をする場合に使用する。
届出事項の変更については遅滞なく、
必要事項を記載のうえ、１部提出す
る。
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第126号様式（条例第103条の10関係）

年 月 日

開始 軽油納入

廃止 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

事

務

所

又

摘要

日

年

年

電話

月

１　この様式は、条例第103条の10第1項、第2項若しくは第5項の申請又は同条第6

　項若しくは第7項の申告に用いること。

２　事務所又は事業所が2以上あるときは、別表に記載すること。

月

変 更 の 内 容

受 け る べ き 元 売

業 者

事 務 所 又 は 事 業

氏 名（名 称）

軽油引取税特別徴収義務者登録等申請（申告）書

３　軽油納入年月日の欄には、都内に最初に軽油を納入する（した）年月日を記載す

　ること。

備考

は

事

業

所

品 の 種 類

日 休 業 期 間

日

特別徴収義務者

宛

年
取扱石 油製

月

登 録 番 号

住 所

年月 日

新

旧

本店の所在地

名 称

所 の 構 造 そ の 他

設 備 の 概 要

軽 油 の 引 渡 し を

特 別 徴 収 義 務 者

と な つ た 年 月 日

登 録 事 項 変 更

年 月 日

年月日事業

所 在 地

名 称

代 表 者

氏 名

支 庁 長

都税事務所長
東京都内に所在する「事務所又は事業所」
を新設、廃止又は休止する場合や登録事
項に変更が生じた場合に、「事業の開廃等
の届出書」や添付書類と一緒に提出してく

届出の対象となる事務所又は事業
所を記載する。
法人の代表者変更・商号変更等、
全体に係る変更の場合は、本店の
情報を記載すること。

特別徴収義務者の登録事項の変更を届け出る
場合に、変更前の内容と変更後の内容をそれ
ぞれ「新」「旧」欄に記載する。

郵便番号も記載すること。
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閉鎖時の実在庫及び在庫差量について申告が必要になります。以下の２点をご確認ください。 

 

〇 閉鎖時の実在庫（残油）の処理について 

残った軽油の処理の仕方によって、申告・報告の方法が異なります。以下の各項目をご確認の

上、該当の項目に則った申告・報告をしてください。 

 

 

ＳＳに残った軽油を元売業者等が引き取った行為は、「特約業者からの引取りで軽油の現実の

納入を伴うもの」に該当し、課税の対象となるので、引き渡した数量を申告納入しなければなりま

せん。 

▶▶▶根拠規定…法第１４４条の２第１項 

 

残った軽油について元売業者等に引き渡しせず、自社で廃油処理を行った場合は、別途当該

残量について申告納付をする必要があります。 

▶▶▶根拠規定…法第１４４条の３第１項第１号、第２号 

 

社内転送した軽油は申告不要です。移した先のＳＳの在庫として管理し、販売先等に引き渡し

たときや自己消費したとき等に申告してください。社内転送できなかった在庫分（残油）は納付申

告が必要です。 

 

〇 ＳＳ閉鎖時の在庫差量について 

ＳＳを閉鎖した場合、在庫差量の申告・報告も必要になります。実在庫数量が帳簿在庫数量を

下回る場合に、それが 100 リットル以内であれば許容範囲として申告納付の必要はありませんが、

100 リットルを超える場合は自己消費があったものとみなし、ＳＳを閉鎖した日の翌月末日までに、

当該数量の全量につき申告納付していただいております。また、申告納付の有無に関わらず、

「事務所又は事業所別在庫数量等明細書」の提出が必要になります（記入例は P３９を参照）。 

  

第３章  Ｑ＆Ａ 

（問１）閉鎖したＳＳに残った軽油について、申告は必要ですか？ 

 

他者が引き取った場合 

自社で廃油処理を行った場合 

社内転送の場合 
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＜例＞ 

 

 

給油店である特約業者Ｂが特別徴収義務者となり、東京都へ申告納入することになります。 

また、「受払い等の数量」及び「現実の受払い等の数量」を特約業者Ｂが報告することになりま

す。 

この場合、「引渡数量」（第１６号の４１様式別表５、６）の記載にあたっては、「引取りを行った者

の氏名又は名称」欄及び「納入を受けた者の氏名又は名称」欄には、自動車の保有者を記載して

ください。 

なお、発券店である特約業者Ａは、当該代行給油に係る「受払い等の数量」の報告の必要はあ

りません。 

  

（問２） 給油カード等で給油した場合、誰が特別徴収し、報告は 

どのようにするのですか？ 

Kyuu  

ユーザー 

給油代金請求 

神 奈 川 東 京 

発
券 

代
金 

給

請 求 ＜発券店＞ 

特 約 Ａ 
元 売 

＜給油ＳＳ＞ 

特 約 Ｂ 

       現実の納入 

         …特別徴収義務者 特約Ｂ 
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洋上給油を行った場合は、当該軽油の納入に係る特約業者又は元売業者の事業所所在地が

当該軽油の納入地となります。 

一方、船舶を接岸させて給油を行う場合の当該軽油の納入地については、納入が行われた場

所が当該軽油の納入地となります。船舶を接岸させて給油を行っていれば、たとえ海上から給油

が行われたとしても、接岸給油となります。 

 

<例> 

【洋上給油】           商流        物流  

 

 

 

 

 

 

この場合、納入地は洋上給油を行った特約（元売）業者Ｂが所在する乙県となります。 

【接岸給油】 

 

 

 

 

 

 

この場合、納入地は接岸させて給油を行った丙県となります。 

【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

この場合、納入地は上記の例とは異なり、特約業者Ｃが所在する丙県となります。（Ｐ２～６参照） 

  

（問３） 特約業者がバージ船等により船舶へ洋上給油を行った場合及び 

接岸させて給油を行った場合のそれぞれの納入地（申告先）は 

どこですか？ 

 

＜甲県＞ 

元売業者Ａ 

 

    ＜乙県＞ 

特約（元売）業者Ｂ 

   ＜丙県＞ 

   需要家Ｃ 

庫取り 需要家Ｃの船舶 

（洋上給油） 

＜甲県＞ 

元売業者Ａ 

 

   ＜乙県＞ 

特約（元売）業者Ｂ 

   ＜丙県＞ 

   需要家Ｃ 

庫取り 接岸給油 

＜甲県＞ 

元売業者Ａ 

 

 ＜乙県＞ 

特約業者Ｂ 

＜丙県＞ 

特約業者Ｃ 

＜丁県＞ 

需要家Ｄ 

 

庫取り 

洋上給油 

接岸給油 

又は 
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軽油の引取りで「本邦からの輸出として行われたもの」は、都道府県知事の承認を得て軽油引

取税が免除されます。 

輸出による課税免除を受ける場合は、軽油引取税納入申告書の「課税対象とならない数量」

（ウ）欄に当該軽油の納入数量を記載して申告するほか、「軽油引取税課税免除承認申請書」に

その事実を証する書類（下表を参照）を添付して、納入を行った月の翌月末日までに提出してくだ

さい。 

▶▶▶根拠規定…法第１４４条の１４第４項、規則第８条の３７第１号、条例施行規則第４０条の１０ 

 

＜その事実を証する書類＞ 

輸出品の区分 提 出 書 類  

軽油そのものの場合 

現実の軽油が特約業者又は元売業者から直接

外国向けに送り出された場合 

① 輸出申告書 

② 納品書又は請求書 

③ その他、輸出であることを証する書類 

外国船舶（※）の船用品の場合 

※日本船籍船を外国人がよう船契約して使用し

ている場合も含まれます。 

① 内国貨物船用品（機用品）積込承認申請書 

② 納品書又は請求書 

③ その他、船用品として積み込んだことを証する書類 

輸出される建造船等の船用品の場合 ① 建造船等の輸出申告書 

② 内国貨物船用品積込目録 

③ 納品書又は請求書 

④ その他、建造船等の船用品として積み込んだこと

を証する書類 

☆積戻しは、軽油引取税の申告・報告の対象とはなりません。 

 

ただし、一度課税された軽油が納品された後に結局輸出された場合については、課税免除の

対象とはなりません。 

<課税免除とはならない例> 

      
図において、Ｂ特約業者がＣ販売業者に販売、納品した時点で軽油引取税の納入義務が発生

するため、Ｃ販売業者は外国船には既に軽油引取税を課された軽油を販売（輸出）することとなり

ます。つまり、輸出前に既に軽油引取税が課されるため、Ｂ特約業者は輸出による課税免除は受

けられません。 

同様に、P４６【参考】の場合も課税免除は受けられませんので、ご注意ください。 

  

<Ｄ　県>
Ｄ需要家
（外国船）

<Ａ　県>
Ａ元売業者

<Ｂ　県>
Ｂ特約業者

<Ｃ　県>
Ｃ販売業者

（問４） 軽油を輸出した場合、課税免除は受けられますか？ 
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特別徴収義務者が、軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくな

ったことについて正当な理由があると認められる場合又は徴収した軽油引取税額を失ったことに

ついて天災その他避けることのできない理由があると認められる場合は、特別徴収義務者の申請

により、その徴収不能額等が還付（又は納入義務免除）されます。 

申請ができる場合と申請手続は、下表のとおりです。 

▶▶▶根拠規定…法第１４４条の３０ 

 

 

 

申

請

で

き

る

場

合 

１ 特約業者又は元売業者からの軽油の引取り（特約業者の元売業者からの引取り及び

元売業者の他の元売業者からの引取りを除く）を行った者に以下の事情があり、軽油

の代金及び軽油引取税の全部又は一部を徴収することが不可能となった場合 

（１） 破産、民事再生、会社更生、強制執行若しくは整理の手続に入った場合又は解散

若しくは事業閉鎖を行うに至った場合（あるいはこれらに準ずる状態に陥った場合） 

（２） 死亡、失踪、行方不明の場合又は刑の執行を受けた場合（その他これらに準ずる

事情がある場合） 

（３） 天災（震災、風水害、落雷等）その他避けることのできない被害（火災、爆発物等に

よる破壊、盗難等）に遭った場合 

２ 特別徴収義務者が天災（震災、風水害、落雷等）その他避けることのできない被害

（火災、爆発物等による破壊、盗難等）に遭い、そのことにより軽油引取税を亡失した

場合 

 

 

申

請

手

続 

提出書類 

（１） 軽油引取税還付・納入義務免除申請書 

（２） 申請理由（還付又は納入義務の免除を受けようとする理由）の事実が

あったことを証する書類 

申 請 先 申請に係る軽油の納入申告書を提出した都税事務所長等 

申請期間 

徴収不能額等が生じた日から５年間 

※ 「徴収不能額等が生じた日」とは、軽油の代金及び軽油引取税が貸倒

れとなった場合においては、最終的に配当処理が終了して売掛金のう

ちの未収額が確定した日を指します。 

☆ 販売先が破産した場合の申請の際に必要な添付書類については、別表「販売先破産時必要

書類」（Ｐ４９）をご覧ください。 

☆ 流通経路によっては還付されない場合があります。 

☆ 販売先が破産した場合以外の申請の際に必要な書類については、管轄の都税事務所等に

お問い合わせください。 

（問５） 販売先が破産して売掛金が回収できなくなりましたが、どうしたら 

よいですか？ 
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※債権が手形取引であった場合は不渡手形をご提出ください。 

※債務者の支払不能理由書・確認書を作成している場合はご提出ください。 

※事案によって、上記書類の他にもご提出いただく場合がございます。 

※必要書類などに不明な点がございましたら、管轄の都税事務所等にお問い 

合わせください。 
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ＳＳを新設する場合 

「事業の開廃等の届出書」に必要事項を記載し、新設しようとする日の５日前までに提出してく

ださい。 

また、新設するＳＳが都内に所在する場合は、「事業の開廃等の届出書」のほかに、特別徴収

義務者として、「軽油引取税特別徴収義務者登録等申請（申告）書」に必要事項を記載し、新設

の日の５日前までに提出してください。 

後日、当該ＳＳに対して、軽油引取税を徴収すべき義務を有することを証する「軽油引取税特

別徴収義務者証」を交付しますので、店頭等の見やすい箇所に掲示してください。また、受領した

際は、「特別徴収義務者登録証票受領書」を提出してください。 

 

ＳＳを閉鎖する場合 

「事業の開廃等の届出書」に必要事項を記載し、閉鎖しようとする日の５日前までに提出してく

ださい。 

閉鎖するＳＳが都内に所在する場合は、「事業の開廃等の届出書」のほかに、特別徴収義務者

として、「軽油引取税特別徴収義務者登録等申請（申告）書」に必要事項を記載し、閉鎖の日の５

日前までに提出してください。 

また、閉鎖した日から１０日以内に「軽油引取税特別徴収義務者証」を返納し、あわせて「特別

徴収義務者登録証票返納書」を提出してください。 

※ 閉鎖したＳＳに残った軽油については、申告が必要になります。また、在庫差量の申告・報告

も必要です。（Ｐ４４を参照してください。） 

 

 

郵便または信書便により提出された場合は、通信日付印の日付が申告日となります。その他の

方法で提出した場合は、都税事務所等に到着した日が申告日となりますので、ご注意ください。 

▶▶▶根拠規定…法第２０条の５の３ 

  

（問６） ＳＳを新設または閉鎖した場合、どのような手続きが必要になりますか？ 

 

（問７） 申告書を郵送した場合、申告日の取扱いはどうなりますか？ 
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申告納入（納付）すべき軽油引取税について、申告をしなかったり、法定の期限後に申告納入

（納付）を行ったり、又は過少に申告をしていた場合は、別途加算金及び延滞金が課されます。 

 

過少申告 

加算金 

期限までに申告した税額が、実

際の税額より少ないために、更

正を受けたとき 

（法第144条の47第1項） 

不足税額×10％ 

（不足税額のうち、期限までに申告した税額又は50万

円のいずれか多い金額を超える部分についてはさら

に×5％を加重加算） 

不申告 

加算金 

期限内に申告しなかった場合 

（法第144条の47第2項～第6項） 

(1)納入又は納付すべき税額が300万円以下の場合 

税額×15％ 

（納入又は納付すべき税額が50万円を超える場合

は、50万円を超える部分についてはさらに×5％を

加重加算） 

(2)納入又は納付すべき税額が300万円を超える場合 

50万円以下の部分 税額×15％ 

50万円を超え300万円以下の部分 税額×20％ 

300万円を超える部分 税額×30％ 

※ ただし、課税庁の調査による決定があることを予

知して申告したものではない場合は税額×5％ 

重加算金 

二重帳簿を作るなど不正な方法

で故意に税を免れようとした場合 

（法第144条の48） 

期限内に申告をしている場合 

不足税額×35％ 

申告をしなかった場合又は期限後に申告をした場合 

税額×40％ 

（注１）  税額の全額が 2,000 円未満の場合は、加算金は課されません（法第 20 条の 4 の 2 第 2 項）。 

 また、計算された加算金の全額が 1,000 円未満の場合は、計算上全部切り捨てとなり、加算金は

課されません（法第 20 条の 4 の 2 第 5 項）。 

（注２）  法定納期限から１月以内に申告書が提出され、かつ、税額が法定納期限内に納入又は納付され

ている等、期限内に申告書を提出する意思があったと認められる一定の場合は、不申告加算金が

課されません（法第 144 条の 47 第 8 項、施行令第 43 条の 18）。 

（注３）  不申告加算金・重加算金を課される場合において、以下のいずれかの規定に該当する場合は、

50 万円を超える部分についての加重とは別に、申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべ

き税額に 10％乗じた額が加算されます（法第 144 条の 47 第 5 項）。 

（ア）過去 5 年以内に予知の不申告加算金又は重加算金を徴収されたことのある場合 

（イ）前年及び前々年に予知の加算金又は不申告加算金に代えて課される重加算金を徴収された

ことがあり、又は決定すべきと認められる場合  

（問８） 期限後に申告納入等を行った場合は、どのような取扱いとなるのですか？ 

加算金 
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【過少申告加算金の計算事例】 

例１ 期限内に申告した税額が４０万円、更正があった不足税額が３０万円の場合 

３０万円×１０％＝３０，０００円 

※ 「期限内に申告した税額」４０万円と「５０万円」を比較すると、「いずれか多い金額」は「５０万円」で

す。不足税額３０万円は「５０万円」以下なので、「超える部分に相当する金額」はありません。 

 よって、加算対象となる加算金額はなく、「不足税額×１０％」が過少申告加算金額となります。 

例２ 期限内に申告した税額が４０万円、更正があった不足税額が７０万円の場合 

７０万円×１０％＋（７０万円－５０万円）×５％＝８０，０００円 

※ 「期限内に申告した税額」４０万円と「５０万円」を比較すると、「いずれか多い金額」は「５０万円」とな

ります。不足税額７０万円と５０万円を比べると、（７０万円－５０万円）＝２０万円となり、「超える部分

に相当する金額」は２０万円です。 

 よって、対象不足税額の７０万円×１０％に、「超える部分に相当する金額」の２０万円×５％を加算

した金額が過少申告加算金額となります。 

【不申告加算金の計算事例】 

例１ 期限後申告額又は決定額が４０万円の場合 

４０万円×１５％＝６０，０００円 

※ 期限後申告額又は決定額は５０万円以下なので、「税額×１５％」が不申告加算金額となります。 

例２ 期限後申告額又は決定額が７０万円の場合 

７０万円×１５％＋（７０万円－５０万円）×５％＝１１５，０００円 

※ 期限後申告額又は決定額７０万円は、５０万円を超えるため、７０万円に１５％を乗じて算出した額

に、「５０万円を超える部分に相当する金額」である２０万円に５％を乗じて算出した額を加算した金額

が不申告加算金額となります。 
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軽油引取税を法定納期限後に納入又は納付する場合は、納期限の翌日から納付の日までの

期間に応じて延滞金がかかります（法第１４４条の４５、４６）。 

 

延滞金の率について 

  
平成 12 年 1 月 1 日～ 

平成 25 年 12 月 31 日 

平成 26 年 1 月 1 日 

以降 

年

率 

納期限の翌日から 1 か月を経過

する日までの期間 
特例基準割合※１ 

延滞金特例基準割合※２ 

＋１％ 

納期限の翌日から 1 か月を経過

した日以降の期間 
年 14.6％ 

延滞金特例基準割合※３ 

＋7.3％ 

＊延滞金特例基準割合・特例基準割合とは 

 平成 12 年 1 月 1 日以降の延滞金又は還付加算金の額の算出に用いており、各年の前年の 11 月

30 日を経過するときの商業手形の基準割引率（従来のいわゆる公定歩合）に年 4％の割合を加えた

ものを「特例基準割合」といいます。 

 平成 26 年 1 月 1 日から令和２年 12 月 31 日までは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準

に、各年の前年の 12 月 15 日までに財務大臣が告示する割合に、年１％の割合を加えた割合を、「特

例基準割合」といいます。 

 令和３年１月１日からは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の１１月３０日

までに財務大臣が告示する割合に、年１％の割合を加えた割合を、「延滞金特例基準割合」といいま

す。 

 

※１ 「特例基準割合」が 7.3％を超える場合は、7.3％になります。 

※２ 「延滞金特例基準割合+１％」が 7.3％を超える場合は、7.3％になります。 

※３ 「延滞金特例基準割合+7.3％」が 14.6％を超える場合は 14.6％になります。 

 

 各年の特例基準割合については、東京都主税局のＨＰ（下記アドレス）をご覧ください。 

 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/common/tozei_nouzei.html 

 

 なお、令和２年１２月３１日までは、「延滞金特例基準割合」を「特例基準割合」に読み替えます。 

 

（注）税額の全額が２，０００円未満の場合は、延滞金は課されません（法第２０条の４の２第２項）。 

また、計算された延滞金の全額が１，０００円未満の場合は、計算上全部切り捨てとなり、延滞金は課

されません（法第２０条の４の２第５項）。 

  

延滞金 
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特別徴収すべき税額を申告期限までに申告し、その全額を納期限までに納入したものについ

て、その税額の一定割合（2.5％）を「特別徴収交付金」として特別徴収義務者に対し交付いたしま

す。 

徴収猶予を受けた場合は、徴収猶予を受けた金額の全額をその猶予期間内に納入したものに

ついても、交付対象となります。 

法定納期限後の申告納入や過少申告により増額更正を受けた場合は、当該月の特別徴収交

付金は当初申告分も含め全額交付対象外となりますので、ご注意ください。 

交付時期は１０月下旬～１１月上旬で、交付対象期間（算定期間）は、交付年の前年の４月（徴

収猶予分については交付年の前年の３月）から交付年の３月までの納入分です。 

交付金額の算定の基礎とした納入金額について、減額更正又は取消等による変更があった場

合において、交付金に過払いを生じたときは、その過払い相当額を戻入していただきます。 

※特別徴収交付金は毎年度、各都道府県が交付の決定をしております。 

 

 

○事業者コード・事業所コードとは 

申告書・報告書に記載する、仕入先や販売先の名称等を１０ケタで表した番号です。 

法人・個人事業者を表すものが事業者コード、各事業所を表すものが事業所コードです。 

 

例 

 

 

 

（ア）都 道 府 県 コ ー ド … 詳細は、P１７をご覧ください。なお、東京都は「１３」です。 ※ 

（イ）事 業 者 番 号… 事業者単位に付与される番号です。 

（ウ）本店及び事務所・事業所番号… 本店を含めた事務所・事業所単位に付与される番号です。 

「000」は事業者コードに使用されます。 

(エ)チ ェ ッ ク デ ジ ッ ト… (ア)から(ウ)の入力誤りを検出するために計算した数値です。 

※大口需要家の場合、（ア）は都道府県コードに「５０」を加えた数字です。東京都は「６３」です。 

 

 

①事務所・事業所が移転した場合は事業所コードが変わります。本店が移転した場合、事

業者コードは変わりませんが、本店の事業所コードが変更となります。 

②継続して取引のある業者のコードが不明な場合は都税事務所等にお問い合わせください。 

  

（問９） 特別徴収交付金とはどのようなものですか？ 

 

（問１０） 事業者コード・事業所コードとはどのようなものですか？ 

１ ３ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ３ 

(ア) (イ) (ウ) (エ) 

注意 



 

55 

 

 

供給者罰則（法第１４４条の３３第２項、第６項） 

❶不正軽油の原材料として用いられることを知り

ながら、灯油やＡ重油を提供した場合 

❷不正軽油の製造に用いられることを知りなが

ら、硫酸等の薬品を提供した場合 

❸不正軽油の製造に用いられることを知りなが

ら、土地や施設、機械等を提供した場合 

罰  則 

拘  禁   7 年以下 

罰  金   700 万円以下 

法人重科   2 億円以下 

不正軽油等譲受罪（法第１４４条の３３第３項、第６項） 

不正軽油と知って運搬・保管、購入・あっ旋したら 

罰  則 

拘  禁   3 年以下 

罰  金   300 万円以下 

法人重科   1 億円以下 

脱税・製造・検査拒否に関する罰則（法第１４４条の１２、同３３第１項、第６項、同３９、同４１） 

軽油引取税を脱税したら 

罰  則 

拘  禁   10 年以下 

罰  金   1,000 万円以下 

（脱税額が 1,000 万円を超える 

場合は脱税額相当） 

知事の承認を得ないで軽油を製造したら 

拘  禁   10 年以下 

罰  金   1,000 万円以下 

法人重科   3 億円以下 

帳簿書類等の調査や石油製品の見本品採取、質

問などを拒否したら 

拘  禁   1 年以下 

罰  金   50 万円以下 

 

☆ 特別徴収義務者が、上記の行為を行った場合は、罰則の対象となるほか元売業者、特

約業者の指定取消の対象にもなります（施行令第 43 条の 8、施行令第 43 条の 11）。 

  

（問１１） 不正軽油を取り扱った場合等の罰則には、どのようなものがあるので

すか？ 
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① 都税事務所等では、定期的に特別徴収義務者の皆様のところにお伺いし、申告書及び 

報告書の記載方法の説明や、各帳簿書類等の確認調査を実施しております。 

また、混和軽油等を発見するため、軽油の抜き取り検査と購入先の確認を随時行って 

いますので、ご協力をお願いいたします。 

② バイオディーゼル燃料（パーム油、菜種油、廃食油などの生物由来の油脂を化学処理 

し作られるディーゼルエンジン用燃料）の製造・販売等を行うことになりましたら、軽油引 

取税の課税対象となったり、所定の手続が必要となる場合がありますので、必ず事前に 

都税事務所等にご相談ください。 
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軽油引取税の業務を行う都税事務所等のご案内 

申告、申請等をされる特別徴収義務

者の主たる事務所又は事業所所在地 
事務所名・所在地・電話番号 地図 

千代田区、中央区、文京区、 

台東区、荒川区 

※都外に本店を有する特別徴収

義務者 

中央都税事務所 

事業税課 軽油引取税班 

 
〒１０４－８５５８ 

中央区新富２－６－１ 

０３－３５５３－４２８３(直通) 

港区、品川区、目黒区、 

大田区、渋谷区 

港都税事務所 

事業税課 軽油引取税班 

 

〒１０６－８５６０ 

港区麻布台３－５－６ 

０３－５５４９－３８１９(直通) 
 

新宿区、世田谷区、中野区、 

杉並区、豊島区、北区、板橋区、

練馬区 

新宿都税事務所 

事業税課 軽油引取税班 

 

〒１６０－８３０４ 

新宿区西新宿７－５－８ 

０３－３３６９－７１５５(直通) 

 

墨田区、江東区、足立区、 

葛飾区、江戸川区 

江東都税事務所 

総務課 軽油引取税班 
 

〒１３６－８５３３ 

江東区大島３－１－３ 

０３－３６３７－７１２５(直通) 

多摩の市町村全域 

立川都税事務所 

事業税課 軽油引取税班 

 

〒１９０－００２２ 

立川市錦町４－６－３ 

０４２－５２３－３１７５(直通) 
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申告、申請等をされる特別徴収義務

者の主たる事務所又は事業所所在地 
支庁名・所在地 電話番号 

大島町、利島村、新島村、 

神津島村 

大島支庁 

総務課 税務担当 

 

〒１００－０１０１ 

大島町元町字オンダシ 222-1 

０４９９２－２－４４２３(直通) 

三宅村、御蔵島村 

三宅支庁 

総務課 行政担当 

 

〒１００－11０２ 

三宅村伊豆６４２ 

０４９９４－８－５０１３（直通） 

八丈町、青ヶ島村 

八丈支庁 

総務課 税務担当 

 

〒１００－１４９２ 

八丈町大賀郷２４６６－２ 

０４９９６－２－４５１１（直通） 

小笠原村 

小笠原支庁 

総務課 行政担当 

 

〒１００－２１０１ 

小笠原村父島字西町 

０４９９８－２－３２３０（直通） 



 

 

 

 

軽油引取税特別徴収義務者の皆様へ 

平成15年4月 発行 

平成19年4月 改訂版発行 

平成21年4月 改訂第2版発行 

平成22年4月 改訂第3版発行 

平成23年9月 改訂第4版発行 
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平成27年4月 改訂第8版発行 
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令和 2年4月 改訂第15版発行 

令和 3年1月 改訂第16版発行 

令和 3年4月 改訂第17版発行 

令和 4年4月 改訂第18版発行 
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